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決算審査特別委員会 

                       日 時  令和３年９月１４日（火） 

                             午前９時～午後３時３５分 

                       場 所  議会棟 議場 

 

出席者   委員長、副委員長、委員７名（欠席：なし）、山本議長 

説明員   青戸教育長、村上次長、段塚教育課長、福田室長、三上室長、山本保育園長 

松本農業委員会事務局長、坂本農林課長、岸室長、片岡室長 

傍聴者   なし 

書 記   花倉事務局長、川上書記 

 

○荒木委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、決算審査特別委員会を再開いたします。本日の予定は、午前中、教育課、

保育園、午後に農業委員会、農林課の審査を行います。 

 最初に保育園から行いたいと思いますけども、まず、全体の教育課に対する令和２年度

予算審査特別委員会の審査意見についての取組について最初に報告をしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 青戸教育長。 

○青戸教育長 皆さん、おはようございます。 

 本日は、保育園を含む教育課の決算審査につきましてお世話になります。本日は、村上

次長、段塚課長、そして福田社会教育室長、三上幼児・学校教育室長、山本保育園長、そ

して私、青戸の６名で説明いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 改めまして、おはようございます。 

 それでは、令和２年度予算審査特別委員会の審査意見に対する対応状況について説明を

させていただきます。 

 まず最初に、事務事業の執行についてですが、教育課におきましても、令和元年度から

繰り越しした事業が３事業ございました。総額で約４，１７２万４，０００円の予算が繰

り越されました。令和２年度におきましては、当初予算編成から各室、さらには課内での

協議を重ね、計画をしっかりと立て、定期的に事業の進捗状況等を確認しながら業務を進
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めてまいりました。新型コロナウイルス感染症の影響により多少遅れた事業もありました

が、計画どおりに進められたと思います。今後も課内等での協議や進捗状況の把握に努め、

事業や支払い等の遅延が生じないようにしていきたいと考えております。 

 次に、教育課の事業についてです。１番の教員住宅管理運営事務について、新年度５名

の町職員が入居予定であり、本来の事業目的から逸脱している。利用実態を検証され、今

後の在り方について検討されたいについてですが、今年度は、５名の入居者のうち１名が

教職員となっております。近年、町外から転勤されてくる教職員も多くなり、そのほとん

どが自家用車で通われている実態があります。また、町内に住まわれている教員のほとん

どが民間のアパートに入居されており、教員住宅の需要はほとんどない状況です。この状

況は今後も続き、本来の教員住宅の役割を果たさなくなることが予想されます。教育委員

会におきましても、このような状況を踏まえて協議を重ねてまいりましたが、今後は教員

住宅としてではなく、町有財産として活用していただくほうが実態に合っているという方

針を出しております。今後、関係課とも協議を重ね、有効活用ができるようにしていきた

いと考えております。 

 次に、２つ目の日野郡ふるさと教育推進事業につきまして、日野郡３町の事業として行

う公設塾の場所は日野町、事務局は江府町に設置され、多額な予算を計上している。日南

町の担い手となる人材を育成、確保するために確かな成果を求めるについてですが、公設

塾まなびや縁側は、コロナの影響により正式に開塾したのは昨年の９月でした。各町が雇

用した塾講師を中心に、ふるさと教育、キャリア教育に関する取組や、個人探求活動、特

別講座、さらには学習支援等も行ってまいりました。各町、多額の予算を負担しての事業

でもありますので、しっかりと目的が達成できるよう取組の充実を図ってまいりたいと考

えております。令和４年度からは、各町のふるさと教育の重点的目標と実態に合ったふる

さと教育の推進を図るため、各町にサテライトを開設することも検討しております。あさ

って１６日の総務教育常任委員会で、詳細については御説明させていただきたいと考えて

おります。 

 最後、３番目の美術館管理運営事務についてです。現代作家のクレパス画を一般財源で

購入される予定であるが、今後も一般財源を使用するのであれば美術品取得基金は廃止す

べきであるについてですが、昨年、１２月定例議会にて、この基金は廃止をさせていただ

きました。一方、一般財団法人佐武会の解散に伴い、佐武会から財産の寄附を受け、ソフ

ト面、ハード面にも活用できる日南町美術振興基金に積立てを行いました。今後は、この
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新たな基金と一般財源を活用しながら、美術品等の購入を行っていく予定でございます。 

 以上で、令和２年度予算審査特別委員会の審査意見に対する対応状況の説明とさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○荒木委員長 ただいまの報告について質疑がございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、ないようでありますので、保育園から審査を始めたいと思います。 

 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 それでは、最初に保育園の説明からさせていただきます。 

 １１４ページ、保育園管理運営事務です。決算額１億６，４７５万２，４１４円でした。

令和２年度におきましても保育料を全面無償とし、子育て世代の支援の充実を図りました。

また、３園の園庭遊具の塗装を行い、設備の保全と子供たちの安全にも配慮をいたしまし

た。 

 令和３年３月現在の園児数ですが、３園合わせて９０名でした。コロナ禍でも密を避け

ることが難しい保育現場でしたが、できる限りの感染予防をしっかり行い保育に当たりま

した。 

○荒木委員長 ただいま保育園管理運営事務について説明をいただきましたが、質疑はご

ざいますか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 １点お伺いいたしますが、特定財源の内訳の中に負担金ということで、広域

入所利用等ありますが、広域で入っておられる方が何名、それから、その方の単価はどう

いう基準で算定されておりますか、そこのことについてお伺いします。 

○荒木委員長 山本保育園長。 

○山本保育園長 先ほどの質問でございますが、広域入所を利用されている方は、年間を

通して１名おられます。それから、昨年度は短期としまして１か月ずつ２名の入所がござ

いました。 

 単価ですが、その地域ごとの保育単価を算定して請求をしております。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 そういたしますと、その地域いうことでありますと、各町村の保育園の保育

料いうものは違っておるわけでして、向こうの単価をうちに頂くと、それは理屈にかなっ

たことだとは思いますが、かつては町から広域保育で出すものは対象にしないという時代

をずっと経てきておりまして、逆に受け入れるのは受けますという話なんですが、その後
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に保育料が無料になったということで、そこら辺の理論整理は令和２年できておりますで

しょうか。特別なことがあれば教えてください、なけねばそれで結構です。 

○荒木委員長 特別なことがございますか。なければ結構ということですので。 

 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 広域入所につきまして、まず、保護者にはその地域の自治体の決められ

た保育料を請求といいますか、頂くというようなふうにしております。あと、その自治体

間で話合いといいますか、設備費でありますとか、そういったものを考えて、その自治体

に負担金として請求をするようにしております。 

○荒木委員長 古都委員、よろしいでしょうか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 その他財源で今括弧書きで説明がありますが、そのほかに等という表現が入

っておりますが、広域入所の、いわゆる利用料以外のものといえばどんなものが存在して

おるんでしょうか。 

○荒木委員長 山本保育園長。 

○山本保育園長 一時保育を町内で利用されている方がいらっしゃいますので、一時保育

の利用料をこの中に入れております。 

○古都委員 分かりました。 

○荒木委員長 そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、保育園の審査をこれで終了いたします。 

 続きまして、教育課の審査に入りたいと思いますが、調書の１６６ページから１７１ペ

ージまで、教育課について説明を求めます。 

 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 それでは、教育課の説明をさせていただきます。 

 １６６ページ上段、教育総務費、教育委員会一般管理事務です。決算額１８２万８９８

円でした。令和２年度は教育委員会会議２４回、総合教育会議２回などを開催し、学校教

育、社会教育の向上を図るため、審議や研究、協議を行いました。 

 続いて、１６６ページ下段、教育委員会一般管理事務です。決算額８，５５１万９，９

３６円でした。こちらのほうですが、教育長、事務局職員９名の人件費等の職員管理に係

る経費でございます。 

 続いて、１６７ページ、教員住宅管理運営事務です。決算額５万２，５５４円でした。
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教員住宅戸数５戸全ての入居が継続できました。課題といたしましては、教員の利用が減

ってきており施設も老朽してきているということです。 

 続きまして、１６８ページ、外国語指導助手配置事業です。決算額４３７万５，６７８

円でございました。小・中学校で１名のＡＬＴを配置し、語学指導や国際交流活動の充実

に努めました。 

 続きまして、１６９ページ、生き抜く力育成事業です。決算額６２７万９，１９８円で

した。学校支援ボランティアの活用による学校の支援や、スクールソーシャルワーカー２

名を配置し特別支援教育の充実と推進に努めました。 

 続きまして、１７０ページ、小中一貫教育事業です。決算額１１４万８５６円でした。

シアトルの中学生との交流活動はコロナ対策でオンラインでの開催にはなりましたが、異

文化交流を行うことができました。また、中学校で６２名の英検受験を行いました。シア

トルへの海外派遣は中止となりました。 

 続いて、１７１ページ、日南町人材育成事業です。決算額２，０２３万８，４３４円で

した。高校生等通学費補助金ですが、６７名に総額４１３万９，４３４円の補助を行いま

した。人材育成奨学金は貸付けを１７名に行いました。また、コロナ禍の日南町出身の学

生等を支援するため、５８名に特産品や応援金の交付を行いました。 

○荒木委員長 それでは、審査は各事業ごとに行います。 

 １６６ページに戻っていただいて、上段の教育委員会一般管理事務について質疑がござ

いますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 下段、教育委員会事務局一般管理事務についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 では、次の１６７ページ、教員住宅管理運営事務についてございますか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

 １６８ページ、外国語指導助手配置事業についてございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 これは、櫃田議員の一般質問にもありましたけど、私も確認したいんですけ

れども、ＡＬＴの方との契約というのは、ＡＬＴの方と自治体国際化協会、ＣＬＡＩＲと

いうんですかね、ここが契約してて地方自治体とＣＬＡＩＲが契約してると、支払いは地

方自治体から直接ＡＬＴにという、そういう形で理解すればいいんでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 
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○三上室長 失礼します。ＡＬＴとの契約につきましては、ＡＬＴと自治体との契約もご

ざいます。ＡＬＴとの契約もございます。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 ということは、ＡＬＴの方とＣＬＡＩＲとの間で基本的な契約があって、そ

れとあと個別にも契約を結んでおられるという、そういう形で理解すればいいんですか。 

 それで、例えば残業とかの契約はどうなってるんですか。残業できることになってるん

でしょうか、あるいはそれに対するそういう手当とかは支払っておられるんでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 ＡＬＴ、残業という言い方が適当かどうかちょっと分からないですけれども、

そういう勤務時間外の業務っていうのは、基本的になしという形でやってもらっておりま

すので、その手当ももちろんお支払いはしておりません。小・中学校の外国語活動とか授

業、そちらをメインとしてやってもらっておりますので、そこに支障がなければ、例えば

土日で地域で英会話とかそういうのには出てもらう、本人さんの了解の下、出てもらうこ

とは可能であるというような契約内容にはなっております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 そうすると、たしか学校の行事でも発表会みたいなのに出てこられてたこと

あったと思うんですけれども、あれは、じゃあ、ボランティアということですか。それで、

あとそのボランティアで、例えば補習の英語の授業とかそういったことは基本的にはやっ

てないんでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 学校行事等については振替で休んでいただいております。それから、勤務時

間内であれば、そういう放課後等での英語のサポートといいますか、英会話といいますか、

そういうようなことはしていただいてはおりますけれども、基本的にもう勤務時間内とい

うことで行っております。 

○荒木委員長 それでは、１６９ページ、生き抜く力育成事業についてございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 学校の支援のボランティアが延べ約６２５名と、それから、スクールソーシ

ャルワーカーの配置と活用で延べ３３８日と記載してあります。今のコミュニティ・スク

ールとの関係もあって、学校支援のボランティアも多方面で募集もされていますけども、

この活動の内容ですね、支援ボランティアとスクールソーシャルワーカーについて、詳し
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く説明をしていただきたいと思うんですけども、どうでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 学校支援ボランティアにつきましては、学校の求めに応じて、例えば学校行

事での支援活動や、それから子供たちの学習支援、それから登下校の見守り活動等、様々

なところで御活躍いただいているところです。本の読み聞かせなども毎月行われたりして

おります。 

 スクールソーシャルワーカーにつきましては、業務は、特に支援を要する子供、御家庭、

そういったところへの様々な他機関との連携とか、それから学校教職員の支援、そういっ

たところで活動をしていただいているところです。特別支援教育に関わる分野とか、生徒

指導に関わる分野とか、様々なところで支援を要する様々な子供たちの困り感に寄り添い

ながら務めていただいているところです。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 そういう支援ボランティアとかソーシャルワーカーの皆さんの、いろいろな

実際に携わられて、いろんな意見が考えがあると思うんですよ。そういう当事者の意見は

教職員の中で、ただ支援ボランティアで活動するだけでなくて、それぞれのボランティア

の皆さんの意見を学校現場で教職員が共有する機会というのは定期的にあるのでしょうか。

この点について質問いたします。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 学校支援ボランティア、ＣＳサポーターと言っていますが、そういった方と

の連絡会を定期的に設けております。２か月に１回はそういった会を開催しておりまして、

そこには学校からも管理職、それから担当の教員などが参加して、直接ボランティアの皆

さんの声を聞かせていただいているところです。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 そのほかございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、１７０ページ、小中一貫教育事業について質疑がございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 一つ、海外派遣事業ですが、シアトルの海外派遣事業が中止されております。

これ２年続けての中止となっておりますが、この派遣に、該当者というかな、派遣該当者

の方、１年目は繰延べというような形で措置を取っておられましたが、２年中止されたこ

とで、３年度に向けての対応はどのように検討されたかお伺いします。 
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○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 御指摘いただいた点は、教育課でも心配をしたところです。令和元年度派遣

予定だった１０名の児童生徒がおります。その中には、既に高校に進学した子もおります。

令和３年度に向けては、令和元年度に派遣する予定だった児童生徒を何とか行かせてやり

たいということで、例年１０名の派遣人数を予算お願いをしていたところですが、令和３

年度におきましては、そういった子供たちも行けるようにということで、１５名の派遣人

数で予算をいただいたところです。派遣も小学校５年生以上の子供、今までは中学校３年

生までを対象にしていましたが、高校に進学した生徒さんも何とか都合がつけば参加して

いただきたいなという思いで準備をしたところです。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 １年目は分かりますが、２年目、要するに２年間中止になったわけで、２年

の１５名の予算を取られて、今度３年度に向けてはどうするかというような検討はされた

わけですか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 令和３年度におきましても、新型コロナウイルスの感染状況で先行きがなか

なか見えない状況でスタートしました。アメリカもなかなか状況も改善していませんでし

たが、少しずつ見通しも立ってきたのかなというところです。ただ、シアトルも学校も夏

まではずっと閉じて、オンラインでの学校、授業ということで聞いております。９月以降

は新年度がスタートし、登校もできるようになる見込みだということはお伺いしておりま

す。そういった状況もあって、９月末か１０月上旬には一度、この事業の実施の判断を教

育課でも考えることとしております。といいますのが、その時期に例年海外派遣の希望者

を募って、その後派遣者を決定するという動きになっていきますので、ちょうどこの９月

末を一度、判断の時期として考えております。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 いや、要するに当初の最初に１０名の方を選考されて、その方がおられたわ

けですけど、それは２年に向けては繰延べとして対応されていましたけど、これは引き続

きその１０名の方は、この３年度事業に向けて引き続いた繰延べという措置を取られるか

どうかということをお伺いします。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 失礼いたしました。派遣予定だった１０名については、できるだけ優先的に
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派遣の対象としたいと考えておりますが、それぞれの事情もありますので、改めて意向を

聞いたりして決定していきたいと考えております。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 もう一点、子どもの在り方検討会というのが６月で補正で出ておりましたけ

ど、これの検討会の会員数と、それから開催されました回数についてお伺いしたいと思い

ます。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 報告書に出とるそうですので、すみません、結構です。取り下げます。 

○荒木委員長 そのほかございませんか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 どこで聞けばいいか思って先ほどは聞きませんでしたが、先ほどは生き抜く

力育成事業、今回は小中一貫いうことですが、数年前の教育委員会の意識調査、アンケー

トを基にしたデータ分析されたものが議会にも報告がありました。その中で一番私感じた

のは、教職員、保護者は連携でいう意識が非常に低いという評価を教育委員会はされてお

りました。これどっちの事業で聞こうかな思ってましたけども、生き抜く力でも小・中の

研修会があっとりますし、それが令和２年にはどのような検討の下に、こういった研修会

開かれたりとか、連携強化をされたか、簡単でようございますので、お知らせをいただき

たい。 

○荒木委員長 今、ちょっと私も見過ごしてしまいましたので、本来は、最後終わって再

質問があればというふうにしていきたいと思いますので、取りあえず……。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 それなら保は抜いて、今の小中一貫事業の中でどのように取り組まれたかと

いうふうに変更させていただきます。 

○荒木委員長 ということでありますので、答弁のほうをお願いします。 

 三上室長。 

○三上室長 小・中、また、保育園も含めた保・小・中の連携、それから一貫教育につき

ましては、現場でも先生方の研修等していただいて、子供たちのスムーズな接続、それか

ら効果的な指導法の確立、そういったところを研修していただいているところです。それ

から、個々の子供たちの様々な情報も共有しながら、一人一人の児童生徒をよりよく育て

るというところでは、先生方も一体となって取り組んでもらっているところです。 
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 以前、一貫教育、それから連携の意識が低いということで御指摘というか、報告があっ

たとの御指摘ですが、確かに保護者のアンケートなどを見ると、まだまだ一貫教育として

不十分であるという評価をいただいているものと考えております。そのことは学校とも共

有し、令和３年度におきましても、さらに連携、一貫教育体制を強めていくということで

確認をしながら実践を重ねているところでございます。 

○荒木委員長 では、１７１ページの日南町人材育成事業について質疑がございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 学生応援オッサンショウオパック事業について、５万円ということでしたけ

ども、お金と特産品とで。この５８名の方が申請されたと記載してありますが、分母、要

するに案内した学生の分母を教えていただきたいし、それから、日南町出身者の学生から

返ってきた意見等ありましたら、概略でよろしいですので知らせていただきたいと思いま

すし、特産品のパックで一番人気が高かったのは何なのかという分析も、もしされていた

らお知らせ願いたいと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 そうしますと、オッサンショウオパックですけれども、学生の人数等ですけ

れども、実際、教育課のほうで、高校卒業した後の進学した方の人数っていうのは把握が

し切れておりません。昨年度は、各学年で２割程度の学生さんは進学をしているであろう

という下、大体人数としては８０名ぐらいを予想して予算のほうは計上させていただいて

おります。昨年度、これは申請式ですので、案内等は送っておりませんので、広報をして

申込みをしていただいた方に送らせていただいていると、その数が５８名ということでし

た。 

 それから、特産品送ったものの中で、どういう特産品がよかったのかということについ

ては、教育課のほうではちょっと把握はできていない状況です。ただ、送った学生さんか

らのメッセージということでいただきまして、交流ホールにも掲示をさせていただきまし

たが、例えば、給付金とギフトありがとうございました。日南町もいろいろ大変な中、こ

うやって出身者の私たちのためを思い、支援をしていただきありがとうございましたとか、

学生応援パック届きました。今は厳しい状況ですが、一日でも早く日南に帰れる日が来る

ことを辛抱強く待とうと思いますとか、すごく感謝の気持ちが込められたメッセージをほ

とんどの学生さんは返していただいております。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 
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○久代委員 そういえば交流ホールに掲示してありました。ゆっくり見ていませんでした

ので、あえて質問したわけですけど。それで、当該の学生さんから教育委員会にお礼が来

たと、返事が、メッセージがあったと。そういうときに教育委員会も、連絡先が分かれば

教育委員会側から当事者の学生の皆さんにメッセージとか発信をされたのかどうかという

ことも、お聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 ちょっと手元に資料なくて、具体的な言葉は説明できないんですけれども、

この特産品を送る際に、メッセージカードじゃないですけれども、頑張ってくださいよと

いうような、そういうようなメッセージをつけて全ての学生さんのほうには送らせていた

だいております。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 私が聞きたかったのは、返事をもらった、メッセージを送ってこられた学生

さんに教育委員会から改めてメッセージを返されたのかということが、いわゆるふるさと

教育といいますか、日南町出身の学生の皆さんに対しての改めての、重ねてのメッセージ

も必要じゃないかなと思ってお聞きしたところですけども、どうでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 大変失礼いたしました。メッセージをいただいた後のまたさらに教育課から

のメッセージは、昨年度は送っておりません。委員言われるとおり、ふるさと教育を推進

する上でも日南町に思いを持ってもらえるように、今年度も特産品を送らせていただきま

すので、そのときにはそういうような対応もしていけたらというふうに考えます。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 ここに、人材の充実、確保を図るために奨学金を貸与すると、年額４０万と

いうことで記載がございまして、一方、状況を見ますと１７件、全員が４０万を借りてお

られる計算になると思います。以前から協議をお願いしておりましたけれども、令和２年

度４０万の価値と、この制度をつくったときの４０万では意味合いが違ってきておると思

います。そこら辺について令和２年度中に協議された経過があるのかないのか、お知らせ

をいただきます。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 失礼します。この人材育成奨学金４０万ということで、委員言われるとおり、

社会情勢等々も変化しております。その中で、令和２年度におきまして、この４０万の価
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値について教育課でしっかりと審議することはできておりませんでしたので、今後はしっ

かりその辺り協議をしていきたいというふうに考えます。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 関連したお話でございますが、御承知のように、その額の問題もありますが、

この制度については非常に事故のない完済がこれまで繰り返されてると思います。ですか

ら、安心してそこら辺の償還についても考慮された検討も併せてお願いします。御返事は

結構です。 

○荒木委員長 近藤委員、よろしいですか。 

○近藤委員 はい。 

○荒木委員長 それではないようでありますので、次に、１７２ページから１８１ページ、

小学校費、中学校費について説明を求めます。 

 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 それでは、１７２ページ、小学校費、学校管理運営事務です。決算額２，

４５０万７，７９１円でございました。特別支援教育支援員３名、学校支援員１名、学校

司書１名を配置し、細かい丁寧な支援を行いました。また、新型コロナウイルス感染予防

のため消毒作業の外部委託を行い、安全な学校環境に努めてまいりました。 

 続いて、１７３ページ、施設営繕改良事業です。決算額７９万１，８４５円でした。新

型コロナウイルス感染予防対策として、水栓のレバーハンドル化及び自動水栓化に取り組

みました。自動水栓機器の納入遅れから３年度へ繰越しとなっています。 

 続いて、１７４ページ、保健安全管理事務です。決算額１４５万３，４７７円でした。

児童、教職員の健康診断を実施しました。また、児童の学校でのけが等の災害共済給付と

して１８件に給付をいたしました。 

 続いて、１７５ページ、学習指導事務です。決算額１，３５３万１２３円でございまし

た。国のＧＩＧＡスクール構想に基づきまして、１人１台のタブレット端末の整備を行い

ました。また、ペッパーの導入やデジタル教科書の導入を行い、プログラミング教育や学

習指導の充実を図りました。 

 続きまして、１７６ページ、就学奨励事業です。決算額８３万２，１５０円でした。経

済的な理由により就学困難な児童や特別支援学級の児童に対して、学用品費等の一部を支

援し、児童が安心して学習に取り組める環境づくりに努めました。 

 続いて、１７７ページ、中学校費、学校管理運営事務です。決算額１，４２３万７，３
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９４円でございました。特別支援教育支援員１名を配置し、細かい丁寧な支援を行いまし

た。また、新型コロナウイルス感染予防のため消毒作業の外部委託を行い、安全な学校環

境に努めてまいりました。 

 続きまして、１７８ページ、施設営繕改良事業です。決算額２，２５３万９，０７０円

でした。こちらも小学校の施設営繕改良と同等のことにはなりますが、新型コロナウイル

ス感染予防対策としまして、水栓のレバーハンドル化及び自動水栓化に取り組みました。

自動水栓機器の納入遅れから３年度への繰越しとなっています。また、中学校１階及び体

育館横のトイレ、鉄骨階段の危険部分の改修を行いました。 

 続きまして、１７９ページ、保健安全管理事務です。決算額９９万３，４２０円でした。

生徒、教職員の健康診断を実施しました。また、生徒の学校でのけが等の災害共済給付と

して１０件に給付をいたしました。 

 続きまして、１８０ページ、学習指導事務です。決算額８８２万４１９円でございまし

た。国のＧＩＧＡスクール構想に基づきまして、１人１台のタブレット端末の整備を行い

ました。また、オンライン学習教材を活用し、学校、家庭での学習環境の充実を図りまし

た。 

 続いて、１８１ページ、就学奨励事業です。決算額７７万８，７０２円でございました。

経済的な理由により就学困難な生徒や特別支援学級の生徒に対して、学用品費等の一部を

支援し、生徒が安心して学習に取り組める環境づくりに努めてまいりました。 

○荒木委員長 それでは、審査に入ります。 

 １７２ページに返っていただいて、学校管理運営事務について質疑がございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 学校司書の方についてお聞きします。たしか、この学校司書の方は小学校の

図書館専任でフルタイムでされてるというお話だったと思います。それで、そのほかに司

書の関係でいうと、司書教諭という役職もある、役職というか役割というのもあるようで

すけれども、まず、日南小学校では司書教諭は採用はされてないんですか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 司書教諭につきましては、司書教諭の資格を持った教員が複数おります。各

学校に大体そういう資格を持った教員がおりますので、そういった者の中から学校長が分

掌を担当者として位置づけるということになっております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 
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○岡本委員 じゃあ、日南小学校にも司書教諭はいるという、そういう認識で。分かりま

した。 

 じゃあ、その司書教諭の方と学校司書の方が協力して図書館運営をされているというこ

とだと思うんですけれども、それで、学校司書の方を採用されたのは比較的最近だと思う

んですが、数年前ぐらいですかね。学校司書の方の、もし、効果というんですかね、学校

司書の方がいることによって、例えば貸出数が増えたとか、何か子供たちの反応がよくな

ったとかっていうの、そういうのが分かれば教えていただきたいと思ったんですけれども、

難しいでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 学校司書がいつから配置になったか、申し訳ありません、今手元に資料がご

ざいませんが、大体各学校に今はかなりの数、学校司書が配置されるようになってまいり

ました。学校司書の役割としては、図書館の運営を中心として担っていく人材です。例え

ば図書の選定とか、それから蔵書の管理、それから子供たちへの本の貸出しやレファレン

ス、そういった活動をしております。子供たちの声を聞きながら、どんな本を整備しよう

かとか、何か本を探している子供たちに、こういう本がいいんじゃないかなというような

お薦めをしたり、そういったことで活動をしてもらっております。学校図書館は子供たち

の読書のスペースでもあり、それから情報センターとしての役割もあります。それから、

心の居場所、そういったところでも図書館の機能ありますので、様々な効果はあるかと考

えております。 

○荒木委員長 続きまして、１７３ページ、施設営繕改良事業についてございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １７４ページ、保健安全管理事務についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １７５ページ、学習指導事務についてございますか。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 まず、ペッパー君の導入の実績、成果について伺いたいと思います。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 昨年度、２月からだったと思いますが、ペッパーを導入しまして、昨年度は

２学年でプログラミングの体験授業などを学校では行っております。それから、朝登校し

てくる子供たちにペッパーと挨拶を交わすといったような活用の仕方もされております。

今年度におきましても、全学年で様々な活用を学校でも計画しているところです。 
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 導入効果としては、プログラミング教育で実際に自分たちがプログラムしたものが生で

実際に動いているところを見るというのは、非常に感動的な体験にもなります。プログラ

ミング教育の面白さを味わう非常に価値のある機器かなと考えております。様々な活用も

検討してもらっています。学校の授業だけではなくて、行事などでも活用をしてもらうよ

うにしておりますし、それから、小学校に今配置しておりますが、中学校や保育園でも何

かしら活用できるところがあれば、小学校から運んでと考えております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 それと、もう一つは、学研の教育システム「すらら」、小学校も中学校も導

入されておりますけども、これの活用実態、そして成果、さらには、これの料金などにつ

いて説明をいただきたいと思います。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 「すらら」につきましては、機能としてはＡＩ型のデジタルドリル教材とな

っております。例えば、学習内容を説明する動画とか、そういったものを視聴した後に練

習問題をやったりすることで、自主的な学習、自分で学習を進めることができるようにな

っております。また、ドリルをやった結果に基づいて理解度、定着度などがＡＩによって

自動的に判定されて、その子の実態に応じた問題なんかも、同じ学習内容であっても難易

度等調整された問題が出てくるようになる、非常に多機能なサービスであります。学校で

は、学年によっても使用実態まちまちですが、授業の中で使ったり、それから夏休みなど

に端末を持ち帰った学年においては、そういった家庭での学習にも使ってもらっていると

思っています。それから、これは家のパソコンなどでも使用できるように、ＩＤ、パスワ

ード等配付しておりますので、どの端末でもできるようにはなっております。すみません、

利用実態として全体としてどのくらいというのは、今手元に資料がございませんので詳し

くは申し上げられませんが、活用の方法としては以上になります。 

 それから料金につきましては、昨年度から業者と鳥取県全体でコロナ対策の一環として、

非常に価格も安くしていただいているところです。今「すらら」は１人当たり月額税込み

で１３２円です。県が半分を補助して町が１３２円を負担するという形になっております。

これは昨年度、それから今年度の２年間の特別な価格設定ということで、業者のほうから

は説明を聞いております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 そうしますと「すらら」については、いわゆるオンラインでの集団塾のよう
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な形ではなくて、あくまでも動画を見るだけという、それでドリルに挑戦をするという形

なんですね。まず、使用実態を正確に把握を、資料としてはあるんでしょうか。１人当た

り何回ぐらいとか、資料があるようでしたら説明をいただきたいと思いますし、学校の授

業の中で使われてるということなんでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 使用の時間などは業者から定期的に送られてはきていますが、今業者も東京

に本社がありまして、ちょっと業務が滞っているようで、ここしばらく届いてないところ

ですので、最新のものは今手元にないという状況です。学校では教員用のアカウントで、

どの子がどのくらいの学習時間をやっているかというのはオンラインで確認することがで

きますので、そういった作業をすれば確認をすることは可能であります。（「授業時間の

中でですか」と呼ぶ者あり）すみません、授業の中でも、例えば練習を兼ねて端末でやっ

たり、それから、特に低学年とか端末の操作に慣れてない子供につきましては、昨年度も

授業の中でも学校で一斉に練習をしたりということもあります。それから、授業の例えば

算数などでも、授業で先生からの説明を聞いた後に練習問題の代わりに「すらら」で練習

をやるというような取組もされているものと思っております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 まず、ペッパー君、私も興味あります。本当にプログラムするってことでい

ろいろな使い方ができると思うんですけれども、子供たちのアイデアで何か面白い使い方

とかあったらちょっと教えてもらえればと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 昨年度から日南小学校で活用はしてもらっていますが、なかなかまだまだ不

十分なところがあります。日南小学校での取組の中で面白いユニークな活用というと、今

すぐはちょっと思い当たるものがありませんが、他の自治体などで導入されたところでは、

例えば学校行事、卒業式の受付をペッパーにさせるプログラムを児童生徒がつくって来賓

や卒業生の受付をペッパーがするとか、そういった取組もされていたようですし、それか

ら、コロナでなかなか難しいですけれども、学校外、地域のお祭りなどにペッパーを持っ

ていって、学習の成果を見てもらうというような取組をしたというような実践はあると聞

いております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 ありがとうございます。ぜひ自由にいろいろ面白い使い方をしていただけれ
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ばと思います。 

 それから参考までにお聞きするんですが、図書について、令和２年度、何冊買って金額

は幾らだったか、分かれば教えてください。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 それじゃあ、続きまして、１７６ページ、就学奨励事業について質疑がございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 就学奨励事業の準要保護児童と特別支援学級児童就学奨励費でありますけど

も、この中に新入学用品と５万１，０００円がありますけども、準要保護児童と特別支援

学級児童、中学校も同じような記載してありますけども、これはどのような仕組みなのか

という点が１点。 

 それと、新入学用品費を実際に準要保護を申請されたりする方は、４月１日が新年度で

すけども、３月中に新入学の用品を購入したいという方は、全児童生徒だと思うんですよ。

ですから、いつ、この用品費を、令和２年度の決算ですから令和２年度になってから執行

されたと思いますけども、全国的に新入学用品を事前に分かっている児童生徒は早めに支

給しようという自治体が近年増えてますけども、日南町はどうされてるのかという点をお

聞きします。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 就学奨励事業におきましては、経済的に就学困難なお子さん、そういったと

ころが準要保護家庭、要保護家庭ということになります。令和２年度におきましては、入

学前支給等対象のお子さんがおられなかったということで、準要保護児童の中には入学前

支給の実績が令和２年度におきましてはございませんでした。 

 支給のタイミングですけれども、委員御指摘のとおり入学前に支給できるようにしてい

るところです。 

○荒木委員長 それでは、続きまして、１７７ページ、学校管理運営事務についてござい

ますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 また、今度は中学校の学校司書の話で、募集されたけどもなかなか人がいな

かったということだと思うんですが、この間、たしか予算のときにお聞きしたときに、勤

務は週３日程度で考えられてるというようなことだったと思うんですけれども、それだと

なかなかやる人がいないというのも分かるので、例えば保育園の図書の司書と併せてフル
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タイムにするというようなことはできなかったんでしょうか。（発言する者あり） 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 これ、中学校も司書を募集してましたよね、予算では学校司書って上がって

ましたし、ただ、募集したけども来てくれる人がいなかったということで、たしか週３日

くらいの勤務なので、それを条件だとなかなか来てくれる人がいなかったということだと

思ってるんですが、まずそういう認識で正しいですか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 中学校の図書館司書につきましては、３日程度ということで募集をかけまし

たが、実は年度末ですけれども、３月に入ってからでしたが、そういう方がおられて、３

月は勤務を週３日程度していただいた実績はございます。それと小学校の図書館司書です

けれども、実は小・中両方兼務をしていただいておるという実態がございます。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 小学校の方は今兼務をされてるんですね、兼務でもいいんですけど、できれ

ばちゃんとした司書の方がそれぞれいたほうがいいと思うんですが。それで、年度末には

おられたけれども、恐らく今はいないということだと思うんですけれども。 

 それで、もう１点、改めてですけれども、３日だとやりづらいので、例えば中学校、ど

ういう割り振りにするかっていうのはありますけれども、保育園も併せてもうちょっと勤

務日を増やすというようなことはできなかったのかということをお聞きしたいんですが、

そういう選択肢はなかったんでしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 中学校の司書ですけれども、３日間だからそういう希望がないっていうわけ

ではなくて、基本的にそういう者がいないというところに実は課題がございました。何と

かそういう方を探していたんですけれども、昨年の３月にそういう勤務をしてくださると

いうことで、３月だけなんですけれどもおられたので、その方にお願いをしたという実績

がございます。実は今年度ですけれども、２学期から週３日程度ということで勤務をして

くださる方がおられたので、今年度はお願いをしております。 

 あと、保育園と中学校両方の業務、兼務をということですけれども、昨年度につきまし

ては、特にそういう保育園からの要望等もございませんでしたし、なかなか両方兼務でと

いうところは検討材料には上がってこなかったという実態でございます。 

○荒木委員長 では、続いて、１７８ページ。 
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 三上室長。 

○三上室長 先ほど令和２年度の図書の購入額と冊数の御質問がございましたので、資料

が届きましたので御報告いたします。 

 小学校では購入冊数が２７７冊、４６万１，６３８円となります。中学校では１３０冊、

３５万１，１８６円となります。 

○荒木委員長 ということでありますので、それでは、１７８ページに、施設営繕改良事

業について質疑がございますか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 ちょっと記載について分からないので教えてください。特定財源の内訳の中

の一番下、土地建物貸付収入、教員住宅使用料、充当残２５万３，４４６円と、こういう

記載がございます。どういう意味かよく分からないのは、いわゆる教員住宅の使用料はこ

れよりたくさん額があって、必要な部分だけこの事業に充当したと、充当残がまだ２５万

あるというふうな読み方をすればいいでしょうか。 

○荒木委員長 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 こちらの充当ですけれども、教員住宅管理運営事務で実際に収入が３０

万６，０００円ありました。そのうち、教員住宅管理運営事務では５万２，５５４円を、

その収入を財源に充てております。残りの２５万３，４４６円をこちらの施設営繕改良事

業に財源として充当しているということです。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 ということは、使用料を２つに分けて、あちらとこちらとで使ったというこ

とで、先に使ったほうから残ったものが、いわゆる２５万３，４４６円ですか、これがこ

の事業に振り分けられたということでよろしゅうございますか。 

○荒木委員長 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 委員おっしゃられるとおりです。 

○古都委員 ありがとうございました。 

○荒木委員長 それでは、１７９ページ、保健安全管理事務についてございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １８０ページ、学習指導事務についてございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 中学校の図書館の蔵書を充実させる必要があるというふうに課題に書いてあ
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りまして、これ令和元年度決算からの引き続きの課題だと思います。先ほどお答えいただ

いた１３０冊で３５万何がしかということなんですけれども、予算自体は余ってる感じで

すし、もう少し買おうと思ったら買えたと思うんですが、この増やせなかった課題という

のは、なぜ増やせなかったかというか、どういう状況なのかということをちょっと教えて

もらいたいんですけれども。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 学校図書館には標準の蔵書冊数が決まっておりまして、小学校に比べて、蔵

書の割合でいうと中学校のほうがやや数値が低いということになっておりまして、そこか

らこの課題を出しております。選書に当たっては、先ほど委員お話しいただいた学校司書

や司書教諭等が中心になって選書をいたします。またそこでは、町の図書館の司書にも関

わってもらっているところですが、なかなか中学校において図書館活用教育まだまだ不十

分なところがあり、蔵書の充実というところが思うように進んでいないという実態がある

と考えております。また、学校司書が中学校、兼務とはいえ、勤務日数が小学校に比べて

やや少なくなってしまいますので、その辺りでなかなか蔵書の充実というところが図れな

かったかなと考えております。また、中学校の図書館も古い本がたくさん残っておりまし

たので、そういったものの廃棄からスタートして、これからの新しい蔵書を増やすという

ようなことを聞いておりますので、令和元年度、昨年度と、その図書館の整理で学校司書

に中心になって頑張ってもらったという認識でおります。 

○荒木委員長 それでは、１８１ページ、就学奨励事業について質疑がございますか。ご

ざいませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでしたら、ここで暫時休憩といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 再開は１０時３０分といたします。 

〔休  憩〕 

○荒木委員長 それでは、休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 

 これよりは、１８２ページから１９３ページ、社会教育費、保健体育費について説明を

求めます。 

 段塚教育課長。 

○段塚教育課長 それでは、１８２ページ、社会教育費、生涯教育総合推進事業です。決

算額１，５９９万９，８７３円でございました。にちなん町民大学等の各種生涯学習講座
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を開催いたしました。また、各まち協へ日南町特色ある地域活動補助金を交付し、地域の

特色を生かした学習機会の充実を図りました。婚姻奨励事業では、セミナーの開催など結

婚活動の支援を行い、３組の成婚がありました。また、遅れていました「続日南町史」の

発行、配付も完了をいたしました。 

 続いて、１８３ページ、郷土芸能文化財保護対策事業です。決算額５２万８，９０７円

でございました。古文書解読講座の開催や文化財の保護管理を行いました。２年度は文化

財保護審議会を３回開催し、矢田貝家史跡、花口宝篋印塔、新左衛門の大石橋を町指定文

化財として新規指定を行いました。また、オオサンショウウオ保護指針策定検討会を３回

開催し、保護指針の策定を進めました。 

 続いて、１８４ページ、青少年健全育成事業です。決算額３０万７，８９９円でした。

小学生の体験型事業として、夏、冬、春休みににちなんっ子クラブを開催し、体験活動を

通して子供たちの世界を広げ、異年齢や地域の指導者との交流を図りました。成人式につ

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大により開催を翌年度へ延期いたしました。 

 続いて、１８５ページ上段、高齢者教育事業です。決算額４０万４，０００円でござい

ます。生涯学習学級、人生学園の運営支援を行いました。２年度会員数は５４名で、新型

コロナウイルス感染症の影響を受け、参加者は減りましたが、３名の新規加入もあり、日

常生活の課題や趣味などを取り上げた学習を積極的に行いました。 

 １８５ページ下段、ふる里まつり開催事業です。決算額１３万４，８８５円でございま

した。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、食のバザールとの共催や芸能発

表を中止するなど、規模を縮小して開催いたしました。個人を含めて３４の団体が作品や

活動内容の紹介展示を行いました。来場者が大幅に減ることにはなりましたが、感染症対

策を講じ安全な開催に努めました。 

 １８６ページ、日野郡ふるさと教育推進事業です。決算額６９８万６，２０７円でござ

いました。日野郡３町で公設塾を開設し、高校生が生涯の仲間と出会い、ふるさとに対す

る誇りを持ち続けられるようなふるさと教育を目指して推進を行いました。試行期間を含

め３３名の高校生が通塾し、うち１０名が日南町内の高校生でした。生徒の興味、関心や

課題から探求学習をしたり、生徒自らが企画、準備、進行を務め、イベントを実現させる

など、公設塾での出会いにより新たな交流が生まれました。また、国語、数学、英語を中

心に学習支援も行いました。 

 続きまして、１８７ページ、総合文化センター管理事務費です。決算額８，３１０万２，
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２５８円でございました。株式会社アシスト日南を指定管理者として施設運営を委託して

おります。２年度はコロナ禍にあり、４月から５月にかけて臨時休館した期間もありまし

た。事業のスケジュールが組めず苦労をいたしましたが、安心安全を第一に考え事業を実

施いたしました。また、元年度より繰り越しましたエレベーターの改修工事が完了いたし

ました。 

 続いて、１８８ページ、文化振興企画運営事業です。決算額５９万５，０００円でござ

いました。日南町文化協会を核に町民の文化芸術活動を推進し、活動の継続を支援いたし

ました。２年度の文化協会加入数ですが、団体２３、個人８の合計３１団体２９５名の会

員数でございました。第４１号になります「にちなん文化」の発行や、常設の作品展示な

どを行いました。コロナ禍で様々な学習の成果発表の機会が失われ、活動の自粛もありま

したが、ケーブルテレビを活用するなど、成果発表の確保に努めてまいりました。 

 続いて、１８９ページ、図書館管理運営事務です。決算額２，１７４万２，４６４円で

した。２年度は、コロナ禍においても安心して読書をしていただけるよう消毒器を購入い

たしました。また、インターネットによる予約は前年より大きく増加しましたが、コロナ

の感染拡大予防のため臨時休館の期間もあり、貸出冊数、利用者数は減少いたしました。 

 続いて、１９０ページ、美術館管理運営事務です。決算額１，４９３万９，５５６円で

した。コロナの感染拡大防止のため臨時休館や事業の中止、延期がありましたが、所蔵品

による展示を行うなどして対応いたしました。入館者数、入館収入も前年より減少いたし

ました。教育普及事業としてクレパス画教室や子どものアトリエなどを開催し、多くの子

供たちに参加をしてもらいました。 

 １９１ページ、保健体育費、生涯スポーツ振興事業です。決算額２０９万６，５１９円

でございました。町の体育協会への助成を行い、選手の交流や競技力の向上に努めました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郡の体育大会、四県四郡市体育大会、富田

杯テニス大会など多くの大会が中止となり、競技意欲の増進を図ることが難しかったとい

うような１年でございました。 

 １９２ページ、社会体育施設管理運営事務です。決算額２，０９１万８４２円でござい

ました。社会体育施設の維持管理でございます。元年度の繰越事業でしたが、北の原砂防

堰堤前を駐車場として整備し、日南町体育館等の施設利用者の利便性に寄与しました。 

 続きまして、１９３ページ、学校給食運営事務です。決算額４，６４３万３，４７８円

でございました。小・中学校の給食の調理を株式会社メフォスに委託し、安心安全な給食
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の提供に努めました。地元食材の使用に努め、県内産使用率は８０％を超えています。ま

た、アレルギー食の対応のためアレルギー食調理用の専用ブースの設置を行い、配慮をい

たしました。 

○荒木委員長 それでは、各事業ごとの審査に入りますが、その前にちょっと私のほうで

１つ伺います。 

 １８３ページのオオサンショウウオ保護指針の策定というところで、検討会が２回とこ

こに書いてありますが、説明のほうで３回というふうにございましたが。 

 福田室長。 

○福田室長 資料にあります検討会２回開催しが正しく、発言のほうが間違っておりまし

たので、訂正させていただきます。 

○荒木委員長 それでは、１８２ページ、生涯教育総合推進事業について質疑がございま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １８３ページ、郷土芸能文化財保護対策事業について質疑がございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 オオサンショウウオ保護指針の策定です。たしか３月にもう一度３回目を予

定されているということだったと思うんですけれども、そちらはできなかったんでしょう

か。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 岡本委員がおっしゃられるとおり、３月に検討会の開催を予定しておりまし

たが、県の保護指針の策定とのすり合わせ、また、開発部局との調整などが思うように進

みませんで、３月の開催ができなかった状態です。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 そうすると、県の指針も令和２年度中には結局できなかったという、そうい

うことなんですね。分かりました。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 今、同僚委員が質問されましたが、これは、引き続き令和３年度もされると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 検討会の開催につきましては、令和３年度は行いません。令和２年度中に検

討会の委員の皆様の御意見を伺い反映させ、日南町としての大筋の指針の方向性は固まっ



－24－ 

ている状態です。引き続き開発部局との調整と県とのすり合わせを行うということで、令

和３年度におきましては、事務局のほうで指針の策定に向けてまいりたいと思います。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 ちょっと私の記憶間違いだったら教えてほしいんですけど、たしか専門家の

大学の先生５人ぐらいの委員会でしたね。それでもう終わってしまうということですか、。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 大学の教授などの御意見は令和２年度中に伺いまして、３年度中は事務局で

の対応ということで考えております。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 いや、１年ほど前だったと思うんですけども、一旦それ終わった後で、要す

るに多里地区のその川なんですが、その後は日南町、いろんな川を順繰りやっていくんだ

という話があったと思うんですよ。だから次の川はどこやるんかなと、それは当然決まっ

てないんで、たくさんの川があるのでということ私の記憶だったもんで、これでもう大学

の先生は来ないとなって、もう２年で終わってしまうということだったらちょっと残念な

んですが、それやったら仕方ないですけども、前もお願いして、その川は多里が終われば

次の川をという話もした経過がございましたので、何となく残念でございます。それしか

言いようがありません。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 すみません、少し説明を加えさせていただきます。 

 保護指針の令和２年度においての策定を目指しておりましたものは、全町的な保護に対

する方向性、また、協議の土台となるものを示したものです。そして、令和３年度以降、

順次地域を拡大するというところにつきましては、本年度から生息調査、分布調査も含め

状況調査を行いまして、その河川ごとのランクづけを行う作業を今年度以降行っていきま

す。そのランクづけをするに当たりまして、調査委託業者に評価のところまでしていただ

くよう考えておりまして、今、それに向けて調査を委託する準備を進めているところなん

ですけれども、その中に、また専門的な知識を持った団体への委託を考えているところで

して、全く専門家の知識を取り入れないというわけではございません。 

○荒木委員長 では、１８４ページ、青少年健全育成事業について質疑がございますか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 若干お伺いいたします。かねても発言はしたことがありますが、特に令和２
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年においては若干学校でトラブルがあったという報告を受けておりまして、その後の話を

保護者なり住民の方と話をしておりますと、やはりコロナ禍でいろいろなイベントが縮小

されたり中止にされたりして、いわゆる俗に言う発散ができんかったじゃないかというよ

うな御意見を私も聞きました。基本的に、いわゆるスポーツ少年団の支援もそういうこと

で大会が中止になったりとかして非常に減少したわけでありまして、そういう中で、教育

委員会としてストレスについて何らかの対応を取られたかどうかお聞きいたします。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 令和２年度、特に小学校でいろいろ問題等が起きまして、その対応に追われ

ておりました。その中で、原因としてそういう子供たちのストレスの発散の場がないとい

うようなことも言われておりましたが、教育委員会で具体的な案を持ってこういうことを

ということはできなかったっていうのが現状でございますが、今、小学校等、遊ぶ場所等

が非常に狭かったり、遊具が不足していたりというところもございますので、その辺りは

令和３年度以降に、順次改善に向けて取り組んでいこうというふうには考えております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 高校生サークル優風音について、会員の募集をされたりして取組をされてい

ますけども、２年度の優風音の参加者数、加入といいましょうか、ＬＩＮＥでつながって

おるメンバーの人数とか活動内容とか、説明をいただきたいと思います。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 令和２年度において、実際、優風音としてグループ活動されている方はいら

っしゃいません。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 優風音の加入促進なりＰＲ、広報ですね、広報なりそのほかの取組について

はどのような形で行われましたでしょうか。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 優風音というグループ自体がただいま形式を取っておりませんで、個人で高

校生とつながる方法として、教育課のＬＩＮＥグループに登録していただくよう呼びかけ

を行っているところでございます。今後、優風音のような高校生サークルの結成を求める

声がまた高まりましたら、活動について支援を行っていきたいと考えております。また、

この後出てきますふるさと教育の推進のところにも関わってくるところではございますが、
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そちらの活動とも絡めて、今後はまた新たな形での青少年活動を支援していきたいと考え

ております。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 昨年は成人式を中止されました。コロナの関係ですけども。繰り越された今

年の成人式がオンラインでされるという通知がありましたけども、当初、抗原検査、簡易

キットか何かでするということだったんですけども、オンラインに変更された令和３年度

の事業なんですけども、昨年中止されたその経過と、それから、今年のなぜオンラインに

されるのかという点を説明していただけますでしょうか。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 成人式について少し整理をさせていただきます。令和２年度の成人式につい

ては、中止ではなく延期という形にさせていただいております。今、久代委員おっしゃら

れましたオンラインでの開催というのが、令和２年度に予定をしていた成人者を対象とし

たものでございます。そして、今年度、令和３年度の対象者につきましては、１月９日の

開催を予定しております。３年度につきましては、できる限り集合型の式典を行いたいと

考えているところです。 

 そして、令和２年度の成人式をオンライン開催とした経緯につきまして申し上げますと、

成人者の多くが県外に出ている状況にある中、緊急事態宣言が当初９月１２日までという

ことで発令をされておりました。９月１９日に集合型での開催を予定しておりましたが、

緊急事態宣言が解けてから１週間後ということで、なかなか集合しての開催は難しいので

はないかという声が上がったところです。そして、当初、抗原検査を実施して陰性を確認

した上での参加をということで模索をしたんですけれども、議会でもＰＣＲ検査がより精

度が高いのではないかという意見もいただきまして、９月議会においてＰＣＲ検査料につ

いて補正をさせていただいたところです。ＰＣＲ検査の実施ということにつきましても検

討していたわけですが、やはり緊急事態宣言が出ており、なかなか若年層へのワクチン接

種も進まない中、そういった地域から帰ってきていただいて検査を受けていただいての参

加というものも、かなり町民の方にとってリスクがあるものと考えております。そして、

事務局と成人者の実行委員会の皆様に相談をした中でオンラインでの開催という形にさせ

ていただきました。 

○荒木委員長 それでは、１８５ページ、高齢者教育事業について質疑がございますか。
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 下段、ふる里まつり開催事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １８６ページ、日野郡ふるさと教育推進事業についてございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 先ほど同僚委員から優風音のこともありましたけども、やっぱりもう中学校

卒業して高校生になられた方が、いわゆるふるさと教育ということで縁側の事業をやって

ますね。だから、これに昔あった組織にこだわらずに思い切ってもう縁側でやると、現に

もう日南町の子供たちが多数参加されているわけですから実績もあるし、あれこれ昔の事

業にこだわらずにすっきりしたほうがいいと思いますけども、どうでしょうか、縁側の関

係で、事業についてお聞きします。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 委員おっしゃられるとおり、以前の優風音の取組が進まない状況に現在あり

ます。今このふるさと教育ということで、まなびや縁側で取組を進めておりますけれども、

やはり各町の実態等もいろいろあろうかと考えておりますので、委員言われるとおり、こ

ちらのまなびや縁側を有効活用して取組が進められたらいいのではないかというふうには

考えております。令和４年度につきまして、各町でサテライトを開設をしてという話も今

現在上がっておりますので、そういうものも有効活用しながら取組を進めてまいったらい

いのかなというふうには考えてはおります。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

 日野郡ふるさと教育事業についてですか。 

○近藤委員 そうです。すみません、縁側が始まって１年過ぎました。大変いろいろ船出

がコロナでなかなか港から出れないというような状態がありましたが、この２年の末に卒

業生を送り出すことが多分できておられると思います。ここに１４名という、入塾者がね、

日南町は５人ということですが、その人の、端的に言ったら進路ですね、要するに学習塾

的要素も十分にある縁側だと思います。そういった意味で、進路に対してどういった結果

が出たかちょっとお伺いしたいと思います。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 生徒一人一人の進路先、また進路の人数等は実際のところは把握しておりま

せんが、大学進学希望者につきましては、希望進路をかなえたというふうに聞いておりま

す。日南町から５名入塾者がおりましたが、それぞれ希望する大学に進学したり就職した



－28－ 

りということで、夢をかなえているというふうに伺っています。 

 また、余談ではございますが、この夏休みに、卒業した日南町の３名の生徒さんが現在

の高校生に向けて卒業生交流企画ということで、大学生２名、それから就職者１名の３名

とオンラインでつないで、自分は高校生のときにまなびや縁側でこういったことをしなが

ら受験勉強頑張ったよとか、大学ってこんなところだよっていうような話、また就職活動、

そして就職した現在の状況など、苦労したこととか、こうやっておけばよかったなとかと

いうようなことをオンラインでつないでアドバイスするような企画もしております。 

○荒木委員長 近藤委員、よろしいでしょうか。 

 では、１８７ページの総合文化センター管理事務費についてございますか。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 １８８ページ、文化振興企画運営事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 １８９ページ、図書館管理運営事務についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １９０ページ、美術館管理運営事務についてございませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 １９１ページ、生涯スポーツ振興事業についてありませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 １９２ページ、社会体育施設管理運営事務についてございませんか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 すみません。これ、当初予算が６８０万に対して繰越しが、６１万円の繰越

しがあるわけですが、この６１万円の繰越しはどういった事業だったのか、お伺いいたし

ます。 

○荒木委員長 福田室長。 

○福田室長 繰り越しました６１万円につきましては、社会体育施設の自動水栓化工事の

予算でございます。 

○荒木委員長 よろしいでしょうか。 

 では、次、最後になります。１９３ページ、学校給食運営事務についてございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 令和２年度から始まりました給食費補助金、米飯代の補助ということですけ

れども、これ３月に伺ったときには、なかなか試食会等も実施してなくて保護者の方の声
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も聞けていないということだったんですけれども、その後どうでしょう。令和２年度から

始まった事業ということで、何か反応を聞くというような試みはしていただいたでしょう

か。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 委員御指摘の保護者の声を聞くということにつきましては、宿題として受け

止めておりますが、まだ今年度、保護者の声を聞くという取組については実施しておりま

せん。今後取り組んでいきたいと考えております。 

○荒木委員長 櫃田洋一委員。 

○櫃田委員 定期的に地元生産者と情報交換を行いとあります。これは個人なのか、ある

いはそういう会合、数名で会合を行ったのか、まずお聞きします。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 特にＪＡの生産部会の方と定期的に会合を持っております。 

○荒木委員長 櫃田洋一委員。 

○櫃田委員 よくメディアで各学校の給食が取り上げられております。それは、特色があ

る給食であったり、地元の生産物であったり、食育がすごくやはり大切だと思います。日

南町の主要生産野菜、トマト、ピーマン、ブロッコリー、トマトも現在、１年間食卓にあ

りますので、いつが旬の時期かがなかなか分かりにくいことはありますが、やはり日南ト

マトの出発式があったりしますし、ですから、やはりそういった日南町に関わる、日南町

であればトマトができた時期にメニューに入れていただくとか、先日もちょっとありまし

た日南町が交流してるモンゴルですとかシアトルですとか、そういったちょっと特色があ

るメニューもあるといいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 委員御指摘の地元食材の旬を生かした給食の献立提供については、栄養教諭

等も非常に頑張って献立を考えているところです。先ほど申しました地元生産者、ＪＡの

生産部会の方々と定期的に協議を行うという一つの目的が、例えばどういった食材がいつ

頃だったら提供できるかということを、実際、御意見というか、生産の状況などをお伺い

してそれを献立づくりに反映しているということがございます。例えば、山菜なども給食

に使っていますが、いつ頃山菜が提供できますよとか、それからこの野菜がいつ頃だった

ら提供できますよということで、旬の食材をできるだけ生かした献立、その中で、子供た

ちにも今日の給食はこういう献立で地元の野菜などが使われていますよということを毎日
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伝えて、食育に生かしているという実態です。 

○櫃田委員 分かりました。 

○荒木委員長 取りあえず一通り一巡しましたが、質疑漏れがあれば受け付けます。 

 大西保委員。 

○大西委員 １７０ページ、小中一貫教育事業の中で英語検定、英検ですね、これは大変、

日南町全額負担して英語力を上げようと、これはもう大変結構なことなんですが、残念な

ことに、まち・ひと・しごと総合戦略では令和２年度からはこの項目が入ってなくて、最

初のときは入っておりました。そのときの令和１年度の５級は６８％の実績、そして、３

年生の３級が３５％というのが令和元年度の実績でございました。令和２年度の実績数値

つかんでおられましたら、教えていただきたいんですが。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 令和２年度の実績につきましては、５級合格が２３名、それから３級の一次

の合格が１１名、二次まで合格したのが６名となっております。割合については今計算を

しておりませんが、よろしくお願いします。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 申し訳ございません。もし４級の取得者が分かれば教えていただきたいんで

すが。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 ４級については９名が合格しております。 

○大西委員 分かりました。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 教育課全体のことです。教育委員会、教育課として専用アプリを、ＬＩＮＥ

とかツイッターとかフェイスブックとかインスタもあるかもしれませんが、そういう公式

のホームページも含めてアプリを取得しとられる、アカウントを持っておられるのは何々

ありますか。その点と、特に先ほどあったオッサンショウオの事業なんかでも、やっぱり

特に学生は、もうスマホで日南町を検索すれば、すぐ、ああ、こういう事業があるんだと

いうことが分かるわけですから、なるべく発信を、大変でしょうけども、しっかりやって

もらいたいというふうに思いますが、この点よろしくお願いいたします。 

○荒木委員長 専用アプリが何々あるかということでよろしいですか。 

 村上教育次長。 
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○村上次長 委員の御質問にお答えします。まず、教育課としてはＬＩＮＥのほうがござ

います。それから、図書館のほうにつきましてはフェイスブック、それから、美術館のほ

うにつきましてはインスタ、フェイスブック、ツイッターが今現在はございます。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 １７１ページの人材育成事業について若干お伺いします。 

 学生応援オッサンショウオパック事業で、当初８０人の予算をされたということですが、

自分としても分母的に８０人というのは多分それぐらいが相当だとは思いますが、５８名

の申請ということで若干７割強ということで、これが多いのか少ないのかその辺は十分に

は分かりませんが、でも、残りの３割の方が、説明を聞きますと、ホームページであった

り、それからチラシであったり、町内では分かりますけど、町外に出ておられる学生にと

ってなかなか知りづらい情報発信ではなかったかなと思うわけですね。今後またこういっ

た事業も検討もあるというような話も聞きました。そういったときに、やはりもらいそび

れというかな、応援するとしたらなるべく該当者の方に広く周知してもらう努力はやっぱ

り必要でありますので、そういった、何かな、手法というかな、そういうことを検討して

ほしいわけですが、そういった検討をされた経緯はありますか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 その辺りの把握につきましては、基本的には実家へのＰＲといいますか、そ

ちらを基本としまして令和２年度についてはやりましたし、それから、奨学金のあたり、

貸与のあたり、その辺りの情報も参考とさせていただいた経緯はございます。委員言われ

るとおり、町外にやはりきちっともう少し発信をしていくということは非常に重要なこと

だと認識しておりますので、今年度も同じような事業のほうさせていただくことにしてお

りますので、その辺りしっかりと参考にさせていただきながら、該当される方全員にこの

特産品が送れるようにしてまいりたいと思います。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 まず最初に、小学校の中で昨年、乱暴な事故があったわけですけども、その

後において、いろいろ学校内で対応されたと思いますが、いわゆるスクールソーシャルワ

ーク、改革、変革の取組状況とその成果といいましょうか、参考までに現在の状況なども

説明いただければと。 

○荒木委員長 三上室長。 

○三上室長 昨年度の小学校の状況、我々も含め関係者がいろいろ知恵を絞って取組を進
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めたにもかかわらずなかなか事態が収束しないというところで、随分といろんな方に御心

配、御迷惑をおかけしたかなと大いに反省をしているところです。当事者としての学校も、

職員一同、様々な反省を踏まえて今年度をスタートしております。 

 昨年度の状況の中でも、やはり一人一人の力だけではどうにもならないところがありま

すので、学校組織全体としてどう取り組んでいくかということを、再三、我々も含めて学

校と協議をして対応を進めてきました。その中では、スクールソーシャルワーカーとかそ

ういった専門の立場からの取組もありましたし、それから、教育課としての支援も考えた

ところです。今年度は、当時問題になっていた学年も随分と落ち着きを取り戻していると

いうふうに学校のほうから報告をもらっています。それから、小学校も昨年度の反省を踏

まえて、組織体制、随分と検討して新年度をスタートしていますので、今のところ順調に

多くの学年で改善が図られているというふうに考えております。ただ、中にはまだまだ課

題の多い学年等もありますので、そういったところには引き続き必要な手だてを講じてい

きたいと考えているところです。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 今の学校の中で、組織、取組体制の強化とかそういったところに取り組まれ

て、現在改善に向かっているということで理解をしたいと思います。 

 もう１点は、いわゆる生涯学習、社会学習についてであります。生涯学習の取組、それ

から文化振興企画の取組、さらには図書館、美術館などもありますけども、地域での取組

については特色ある生涯学習の取組支援１０万円で対応されておりますけども、２年度の

実績、実態を踏まえて、やっぱり、ほかに人権センターの取組もありますけども、社会教

育全体のコントロールタワーといいましょうか、司令塔といいましょうか、そういった総

合調整、あるいは総合的に計画を持って推進する、以前は社会教育中長期計画などもあっ

たわけですけど、今はそれも法律も変わってないようになりましたけども、やっぱり全体

的に推し進めるところが必要ではないかなと。現在、室長を中心にされておることとは思

いますけれども、例えば社会教育主事、現在で言いますと社会教育士、これらの資格を持

った人などを、そういった町内の総合的な社会教育の推進に当たる必要性も２年度の中で

も感じたわけですけども、教育委員会としてはどのような所見でしょうか。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 社会教育推進というのは、教育課でも非常に大切なところだというふうに認

識はしております。どちらかというと学校教育に重点が置かれているというようなところ
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もございますが、やはり社会教育とタイアップして日南町の教育も進めていく必要がある

と考えております。本町では社会教育推進計画というのを策定して、それに基づいて社会

教育も進めている実態がございますので、その辺りもうまく活用しながら、総合的に社会

教育を推進してまいりたいというふうに考えておりますし、来年の１月にはコミュニテ

ィ・スクールも導入をされますので、その辺りもしっかり活用しながら町全体の社会教育

の推進、レベルアップに努めてまいりたいというふうには考えております。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 ただいまの同僚委員のお話にかぶさるような話なんですが、予算項目がない

ということでありますけれども、たしか平成１６年、１７年に解散された、いわゆる俗に

言う女性学級、以来、教育委員会の命題として復活したいということで、数回、立ち上げ

の会も持たれたと聞いております。令和２年においてやはり社会教育全般の中で、生涯教

育といいますか、そういった検討がなされたのか、いまだにそういう希望を持っておられ

るのか、ちょっと令和２年の状況についてお話があれば聞かせていただきたい。 

○荒木委員長 村上教育次長。 

○村上次長 令和２年度におきまして、いわゆる女性学級というようなものの立ち上げと

いうようなそういう議論につきましては、教育課あるいは教育委員会ではしておりません。 

○荒木委員長 古都勝人委員。 

○古都委員 重ねてお伺いします。今出ました人権センターあたりで女性の活躍というよ

うなことの検討もなされておりますし、それから、郡の組織には日南町からも参加してお

られると、全くその可能性がない話ではない。最初は小さな会でも立ち上げて、それから

広げていくという手もあろうかと思いまして、全く関係機関で女性の学級的なものはない

ことはないんですが、過去の例からいうとやっぱり教育委員会がそれを担っておられた、

以来１４年ぐらいですか、なかなか組織化できなくて、今、次長からお話があって検討は

してないいうことですが、やはり地域の状況も、別の事業でもようございますので確認を

いただければと、これは思いも含めまして伺ったところですが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 青戸教育長。 

○青戸教育長 委員おっしゃるとおりだと私も思います。よく言われるのが子供会、それ

から、さっきあった高校生とか、それから女性、青年団、そして高齢者の、これがしっか

りしとると昔は町も活性化してたというふうに言われています。ですから、そういう部分

では我々も考えていかなきゃいけないなというふうには思います。私も、昨年度までは社
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会教育推進員で回ってましたので、各まち協なんかに女性のグループなんかもちょっと調

べさせてもらいながら声をかけさせてもらった経緯はありますが、やめられた、なくなっ

たときのことの話ばっかりが出てきてなかなか気まずい部分もあるなというふうなことを

思ったりもしたんですけども、先ほど言われたように、小さな団体でもやっぱり見ていっ

てあげるっていうところっていうのが大事ではないかなというふうには思っておりますの

で、来年度からまた、今からでもというふうに思ってるんですけども、日南学というもの

を立ち上げたいというふうに思っておるところです。日南町のことについていろいろと勉

強する、あるいはそういった活動をして、それが子供にも影響が出るようなものっていう

のを考えていますので、そういったところを、やっぱりうまく代々つながっていくような

形っていうものを目指したいというふうには思っておるところです。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 それでは、ここで教育課の聞き取りを終了といたしたいと思いますが、皆さん、よろし

いでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、ここで教育課の皆さんには退席をしていただきたいと思います。よろしくお願い

します。どうも御苦労さまでした。 

 それでは、審査を再開いたしたいと思いますが、教育課について特に協議をする必要が

あると思われることはありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ありませんか。またあれば、審査意見で早めに提出していただきたいと思います。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時とします。 

 では、休憩に入ります。 

〔休  憩〕 

○荒木委員長 それでは、休憩前に引き続き、決算審査特別委員会を再開いたします。 

 午後からは、農業委員会、農林課の審査を行います。 

 まず最初に、農業委員会から審査を始めますので、よろしくお願いいたします。 

 令和２年度予算審査特別委員会の審査意見についての対応について報告を求めます。 

 松本農業委員会局長。 

○松本農業委員会事務局長 日南町農業委員会事務局の松本でございます。よろしくお願

いいたします。 

 そうしますと、私から、令和２年度の予算審査の審査意見に対する対応状況について報

告をさせていただきたいと思います。 
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 まず、全般的なことで事務事業の執行についてというところでございます。内容としま

しては、予算を繰り越さないよう進捗管理に鋭意努められたいということでございまして、

これにつきましては担当のほうが事業管理表を作成しまして、年間のスケジュールを組み

ながら進捗管理に努めているところでございます。 

 続きまして、農地等の利用の最適化に関する指針の目標達成のため努力されたいという

ところでございます。最適化についてでございますけれども、１つが遊休農地の解消、次

に担い手への農地利用集積、集約化、それから新規参入の促進というところでございます。

これに関しまして、活動の一部ですけれども、具体的な例を挙げまして最適化のための活

動を報告させていただきたいというふうに思います。 

 まず、委員会としましては、農地パトロールにつきまして不案内な部分もあったという

ふうに思っとります。それに対しまして令和２年７月に、総会の後でございますけれども、

鳥取県農業会議の事務局長を招きまして研修を行いました。内容につきましては、課税の

強化や意向調査の方法について学んでおります。それを基に、令和２年度は農地パトロー

ルや利用意向調査を実施しております。 

 次、農地の集積についてでございますけれども、これは多里地区でございますけれども、

推進委員が関わりまして地域まるっと中間管理方式という方式で集積をさせていただいと

ります。これにつきましては、地域で農地を守る一つの方向性を示していただいたものと

いうふうに思っとります。 

 続きまして、新規参入の促進についてでございます。平成２７年２月以来、農業法人が

日南町では設立されておりません。福栄地区で法人を検討しているところがありまして、

年度末の令和３年３月に人・農地プランを開催いたしました。日野農業改良普及所の職員

と、また地元の農業委員と職員と合わせまして、法人化に関する説明会を実施しとります。

地元の目標としましては、できれば３年度中に法人が設立できたらということを伺ってお

ります。やはり集積につきましても、集落営農組織ですとか農業法人が設立されませんと

なかなか増加しないなというふうに思っとります。やはりこれからも担い手の確保に力を

入れてまいりたいというふうに思っとります。なお、日南町の指針でございますけれども、

平成２９年３月に策定されております。期間もたっておりますので、今年になりましたけ

れども、令和３年７月に委員の活動内容ですとか目標、そういったものを記載した新しい

指針を策定しております。総会の際にもこの指針に基づきまして担い手、農地の出し手の

意向、ふだんの活動の中でも把握していただきまして、委員として活動していただくよう
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お願いしているところでございます。 

 続きまして、農地に対する固定資産税の課税の軽減または強化に係る対応についてでご

ざいます。これにつきましては、令和３年の５月に会長名で、住民課に対して、軽減とな

る対象者、地番ですとか軽減の対象期間ですね、そういったものを記載した通知を出させ

ていただいとります。 

○荒木委員長 先ほどは失礼いたしました。正式には、松本農業委員会事務局長でありま

す。少し長いので、松本事務局長というふうにさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、ただいまの説明について質疑がございますか。よろしいですか。 

 では、質疑がないということなので、審査に入りたいと思います。 

 １１６ページから１２０ページについて報告を求めます。 

 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 そうしましたら、附属資料の１１６ページ、農業委員会事務

を説明させていただきます。 

 こちらの事業ですけれども、毎月定例総会を開催しまして、農地法に基づく許認可です

とか、利用の集積の計画の決定を行っとります。総会の開催回数は１２回でございます。 

 それから、農地法の関係の分で、元年度と前年度と比較しまして大幅に伸びたところを

説明させていただきたいと思います。まず、第１８条、こちらにつきましては合意解約の

案件でございます。こちらのほう、前年に対しまして８３件の増ということで１０９件、

取扱いをさせていただきました。また、その下の行に書いてありますけれど、農地中間管

理事業の推進に関する法律が１８２件でございました。こちらは前年に比べまして９６件

の増ということになっております。これにつきましては、先ほども申し上げましたけれど

も、多里地区のまるっと中間管理方式によります利用権設定等がありましたので、そこが

大幅に伸びたというところでございます。 

 また、人・農地プランの座談会にも積極に参加いたしました。令和２年度の実績ですけ

れども、１４回開催をさせていただきまして、山上が３回、こちらは３法人の中山間直接

支払いの範囲の調整をさせていただいとります。また、大宮では７回、これは基盤整備関

係の会議でございます。それから、福栄で２回、こちらが、先ほどもちょっと報告で申し

上げました法人の関係の研修、それから、多里につきましては、まるっと中間管理方式に

係る会議を行ってるという状況でございます。 
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 また、移動農地銀行の開催や、情報紙「いなほ」の発行を、臨時号を含めまして５回発

行させていただいとります。また、令和元年１０月から日南町の農業を考える会を立ち上

げておりますけれども、その会において取りまとめました日南町農業の将来ビジョンを８

月に町長に提言しとります。 

 また、８月に行いました農地パトロールの実績でございます。Ａ判定の農地は１４．７

ヘクタールでございました。前年よりもプラスの１ヘクタールでございます。Ｂ判定の農

地につきましては８７．１ヘクタールでございました。こちらにつきましては約３ヘクタ

ール前年に比べて減少しとりますけれども、新規はＢ判定になった農地が３．３ヘクター

ルございましたけれども、地籍調査等が進んできとりまして、その地籍調査によります非

農地化された農地がございますので、その処理を台帳で処理をさせていただいて、最終的

には減になったというところでございます。 

 それから、執行経費ですけれども、執行経費の主なものは委員報酬でございます。また、

需用費ですけれども、将来ビジョンの印刷代ということで若干需用費は前年よりもプラス

となってるという状況でございます。 

 続きまして、１１７ページ、農業者年金事務受託事務でございます。こちらにつきまし

ては、決算額が前年に対しまして１５万３，８５８円の増となっております。これは前年

が１か月分の会計年度任用職員の給与を見ておりましたけれども、令和２年度は２か月分

をこちらで見させていただいたというところで、それが増の要因でございます。 

 事業の内容としましては、農業者年金基金が行う農業者年金業務の受託事務、具体的に

は現況確認等でございまして、こちらをさせていただいとります。令和３年３月末の年金

受給者でございますけれども、７０名ということで、前年よりも１３名の減となっとりま

す。課題としましては、平成２９年度に１名加入していただいとりますけれども、それ以

降、新加入者がないというところでございます。「いなほ」等でもＰＲには努めておりま

すけど、なかなか入っていただくということができておりません。それで、今年になりま

すけれども、令和３年の６月で決算とちょっと若干違うかもしれませんけれども、県の農

業会議の職員さんに来ていただきまして、農業者年金のメリットとかそういった研修会を

させていただいとります。やはり高齢者になっても農業に関わってよかったと、携わって

よかったと、そういうふうに思っていただけるように、人生全体でやっぱり農業関係も考

えなければならないなというふうには思っとります。そういったこともございまして、委

員にも勧誘をしていただくようなお願いもしとります。 
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 続きまして、１１８ページでございます。機構集積支援事業でございます。こちらにつ

きましては、会計年度任用職員を１名雇用しまして、農地情報の整理や集計事務をしてい

ただいとります。特に昨年は多里地域の集積がありましたので、大変助かっているところ

でございます。 

 それで、決算額が前年に比べまして１０４万程度減となっておりますけれども、こちら

の理由につきましては、元年度が１１か月分の職員の賃金を支出しとりましたけれども、

２年度は６か月分の賃金いいますか、報酬等を支払っとるというところで、それが減の主

な要因でございます。 

 また、不用額でございますけれども、６２万９，１００円でございます。こちらですけ

れども、１つが会計年度任用職員の報酬ですとか旅費等の手当が約３０万円程度残となっ

ておりますし、また、旅費が３０万円余ってるという状況でございます。旅費につきまし

ては、全国の会長大会が春と秋に行われておりましたけれども、中止になり、またオンラ

インでするというような形になった関係で旅費が不用になったというところでございます。

残金が結構ありますので、今後はこういったものもしっかりと管理、精査していきたいと

いうふうに思っとります。 

 続きまして、１１９ページの農業総務一般事務でございます。こちらは農業委員会事務

局の職員２名の人件費でございます。決算額が１，５７１万２，３７３円でございました。 

 続きまして、１２０ページを御覧ください。規模拡大農業者支援事業でございます。こ

ちらにつきましては、交付対象となるものが認定の業者、それから町の再生協の農業ビジ

ョンの担い手、認定新規就農者、機構の借受け希望者でございますけれども、この方たち

が賃借権により新たに３年以上農地を借りた場合に、１０アール当たり１万円を助成する

というものでございます。実績としましては約２７．１ヘクタールでございました。それ

から、助成件数、受け手の人数ですけれども２６名、それから、出し手につきましては５

５名というところでございました。この事業によります担い手の集積累計面積は、平成２

３年から２年度までで２５８．９ヘクタールでございます。また、参考としまして、町全

体の担い手の集積面積も上げておりますので御覧いただけたらと思います。 

○荒木委員長 それでは、審査を行いたいと思います。審査は事業ごとに行います。 

 １１６ページの農業委員会事務について質疑はございますか。 

 大西保委員。 

○大西委員 先ほど農地法の許認可の業務につきまして２点、第１８条と中間について大
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変増えておるわけですけど、もう１件、農業経営基盤強化も昨年が１５１件に対して２６

３件、１００件以上増えてますが、その大きな要因は何でしょうか。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 農地中間管理事業の推進に関する法律といいますのは、鳥取

県農業農村担い手育成機構……（「農業基盤」と呼ぶ者あり）はい、を通じた契約になり

ますけれども、これも元の法律は農業経営基盤強化法でございまして、２６３件の内数と

して１８２件があるというふうに捉えていただけたらと思います。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 農地パトロールを毎年、夏にされておりますけども、このパトロールの後っ

ていいましょうか、そのときでもいいですが、遊休農地のある農家に対してアプローチ、

そして意向確認、その後の手続等についてはどの程度進められていますか。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 ２年度の農地パトロールによりますＡ判定の農地で新たに新

規になったところでございますけれども、５．８ヘクタールございました。それにつきま

して、各地区の農業委員、推進委員に地区ごとに割り振りをさせていただきまして、機構

に貸せるのか、それとも自分で管理されるのか、そういったことを確認をさせていただき

ました。それで、結果としましては、全部の農地について機構に貸せるという結果になっ

たんでございますけれども、７月に研修した内容ですね、そういったことも説明をさせて

いただいて、最終的には機構に預けるという地権者の方の判断いただいて、機構に報告を

させていただいたというところでございます。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 法的な手続としてはそこまでなんですけども、実態として、機構にあっせん

をしても実際には遊休農地の解消につながらない実態があります。農業委員会として、実

質的に遊休農地を減らすための取組っていうのはどういうことをされたのでしょうか。そ

れに関わって、非農地化する手続については２年度どれだけされましたでしょうか。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 遊休農地の解消についてでございますけれども、実態としま

しては、機構に預けるという意思を示されても、機構もなかなかそれを受けてまた配分と

いいますか、耕作者にというのがなかなか難しい案件が多くございます。それで、農業委

員会の中で出とりますのは、やはりこういった農地をどうしていくか、守るべき農地と、
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また、そうでない農地、それをまた地域でいろいろ、所有者の方も含めてですけれども、

検討していかないといけないなというような話が出てるというところでございまして、具

体的にこういったアプローチをというところまではまだ行ってないのが実情でございます。 

 それから、非農地化の案件でございます。非農地通知の関係でございますけれども、も

う林野化されてましてもう農地に変えれない農地がございます。それはＢ判定の農地とい

うことになるわけですけれども、その農地につきまして、令和２年度から非農地化の事務

を進めてまいりました。具体的には、地籍調査が終わってます阿毘縁を中心に２年度はさ

せていただいたというところでございまして、面積的には基盤整備地を含めて４．２ヘク

タールの農地を非農地化させていただきました。ただ、実際の非農地に落としたのは今年

の５月の総会において諮ったというところでございますので、実績としては３年度かなと

いうふうには思っとります。その手続につきましても、法務局で記載事項証明を取ったり、

図面も取って、非農地にしていいところかどうか、また、現地も昨年の１２月に地元委員

さんと一緒に１筆ずつ確認に回ったというところでございますし、また、今年の４月に入

りましてからは所有者の方に意向の確認をさせていただきました。よその町村でお聞きし

たのが、例えば果樹園等で果樹を植えてらっしゃると、たまたま草が伸びとって、非農地

にしたらどうかいうことでそういった通知をしたら、果樹園として管理するという回答が

返ってきたということがあったようでして、そういったこともあり得ますので、所有者の

方にも意向を確認して今年の５月に台帳から落とさせていただいたというところでござい

ます。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 では、次のページ、１１７ページの農業者年金事務受託事務について、質疑はございま

せんか。 

 古都勝人委員。 

○古都委員 若干伺いたいと思いますが、括弧書きで令和３年の３月末現在で年金受給者

数ということで７０名と上がっております。この７０名の内訳でございますが、移譲年金

の絡む方が何名、老齢年金だけの方が何名、分かれば教えてください。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 農業者年金受給者７０名の内訳でございます。まず、移譲年

金が５０名でございます。それから旧老齢年金が１５名、それから新老齢年金が５名とい

うところでございます。 
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○荒木委員長 それでは、１１８ページ、機構集積支援事業について質疑がございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １１９ページ、農業総務一般事務についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １２０ページ、規模拡大農業者支援事業についてございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 括弧をして参考として、担い手集積面積が令和元年度が６６２で、２年度が

６８１ヘクって書いてありますけども、この担い手といわれる農家が各地域にありますけ

ども、担い手の戸数と、法人、個人あると思いますけども、それと、この面積の表記の仕

方がよく分からないんですけども、詳しく説明していただけますか。日南町全体では約１，

０００ヘクタールぐらいあると思いますけど、ざっくりですよ。この中での担い手の集積

面積について示していただけますでしょうか。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 まず、担い手の人数でございますけれども、認定の業者が３

５、それから基本構想の到達者が１１名、認定新規就農者が３名、それから農業参入法人

が１ですね、集落営農が２という形と、あと、育成すべき担い手もちょっと入れさせてい

ただいてまして、その人数につきましては後ほど報告を、それを全部足したものでござい

ますので。面積ですけれども、担い手が借りた面積と、それから、自作地も含めて担い手

が耕作しとる面積がこの面積というところでございます。 

 上の２５８．９ヘクタールいうのはこの規模拡大農業者支援事業で対象となった農地の

累計でございますので、直接担い手集積面積と関連するようなものではないですけど、こ

の対象となった農地は担い手の集積面積には入っておりますけれども。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 今、松本局長から説明してもらいましたけども、２５８．９ヘクの集積がで

きた令和２年度までというのと、実際に担い手に集積されている面積、令和２年度、６８

１ヘクですよね。これとの関係について分かりやすい資料を、先ほど申しましたように個

人と法人、担い手といっても個人の方、法人の方、集落営農のされている方等、分かれば

資料も出していただきたいと思います。 

○荒木委員長 松本事務局長。 

○松本農業委員会事務局長 資料もまた提出はさせていただきたいと思います。 

 ただ、この事業による担い手集積面積の累計でございますけれども、どういったらいい
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ですか、例えば担い手の方が亡くなられたと、土地を借りてた担い手が亡くなられた、ま

た次に違う方が耕作してくださったいうときは両方にお出ししたところもありますんで、

実際は土地だけじゃなくて二重に計上された部分もあるということだけはお酌みいただけ

ればというふうに思っとります。 

○荒木委員長 それでは、農業委員会全般について質疑がございますか。（「なし」と呼

ぶ者あり） 

 ないようですので、次、農林課に移りたいと思います。 

 まず、令和２年度予算審査特別委員会の審査意見についての対応について報告を求めま

す。 

 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 失礼します。そうしますと、報告をさせていただきます。 

 令和２年度の予算審査特別委員会の審査意見に対する対応状況ということです。全体の

ことにつきましては、松本局長が述べました内容と同様でございます。 

 ６番の農林課、山村振興一般対策事務の中で、令和２年度にゆきんこ村の芝生化事業に

取り組みますということで予算計上させていただきました。最終的に、２年度におきまし

てはコロナの関係等がありまして、苗を植えることが、イベントで行うということが条件

になっておりましたので、２年度中にはこの事業を執行することはできませんで、補正で

落としていただいたというようなところでございます。ですが、現在３年度になりまして、

事業を実施をしております。６月２６日に植付けの作業を皆様の協力をいただきまして行

いました。現在、お手元に配りました写真のとおり、最新で９月９日現在の状況でござい

ます。全体的には非常に芝も生えそろっておりまして、若干目を凝らして見ていただきま

すと草が生えている部分もありますけども、全面で見ますと良好に芝が育っているなとい

うふうに感じております。 

 この芝生化事業における管理体制、管理方法、ランニングコストにつきましては、今度

は、現在、令和３年度の予算の中で肥料代とかそういったものにつきましてはこちらで予

算化をしておりますが、来年以降は指定管理者に管理やそういった資材のものにつきまし

ても購入をしていただきたいというふうに思っております。ですので、指定管理料の増額

ということが出てくるというふうに思っております。この芝をそもそも張った理由ってい

うのも、子供から大人までけがをせずにスポーツやレクリエーションができる楽しめる施

設にすることであったり、こういった芝生化をすることによりましてスポーツの団体等が
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来て、合宿等受入れができるようにという思いでしている事業であります。ですので、こ

の芝生を維持管理ということも当然必要になってまいりますので、それに必要な作業とし

まして芝刈り、現在も１度、２度とはしております。芝を刈る作業というものが生じてき

ます。今年も暑い夏だったと思いますけども、水やりのほう、１日置きぐらいに全体をす

るというようなことが起こってきますので、その業務が増えてくると思っとります。施肥

も５月から１０月の間で１か月に１回程度、１回に約２００キロぐらいを施肥するという

ふうに聞いておりますので、そういった資材費も必要になってまいります。見ていただく

と、大きな草も生えていたりしますので、こういったものは適宜抜いて除草していく作業

が必要になってきますので、そういった手の作業ということも必要になってくると思いま

す。 

 今年、これから冬芝の播種ということで、芝を守るために冬芝っていうものを播種して

いきたいと思っとります。この９月下旬頃からまくというようなことだというふうに聞い

とりますけども、もし冬場の播種というものが必要でなければそこら辺は検討したいと思

いますけども、まずは今年度その予算化もしておりますので、冬場の冬芝の播種というこ

とも行いたいと思います。 

 利用しておりますと、当然グラウンドですので傷んでまいります。傷んだところの修正

と、不陸整正というような格好でそういった管理もしていただく必要が出てきますので、

そういった部分等を含めまして、令和４年度予算には指定管理料にプラス上乗せするよう

な格好で、内容はまたそのときに明らかにさせていただきたいと思いますので、そのよう

な格好でランニングコスト等もかかってはしまいますけども、施設の価値を高めるという

ところで要求をしていきたいというふうに思っております。 

○荒木委員長 歳入について特に報告することはありませんか。 

 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 そうしますと、総務課の決算審査の中で森林環境譲与税のことにつきま

してありましたので、報告をさせていただきたいと思います。 

 タブレットの中に環境譲与税の計算シートが入っているかと思います。国からいただい

た資料ということになるんですけども、上の段に書いてあります４００億円でしょうか、

につきましては国の全体予算ということになります。 

 その内訳が下に書いてあるものというふうになるかと思います。令和２年度譲与額単価

というところでそういう単価がまず出てきます。全国の私有林人工林面積、林業就業者、
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人口というようなところで割った額っていうものがこの下の単価というふうになってきま

して、その単価に、日南町の補正後の私有林人工林面積というものが１万７，９９８ヘク

タールということになっておりますので、そちらを掛けて４，３３２万３，０００円と、

林業就業者分ということで１２５人、こちらは国勢調査の人口になっております。それで

１，３３１万９，０００円。下の人口分、こちらも国勢調査、４，７６５人。まだ古い数

字で上がって積算されております。３８万２，０００円というところで、合計しますと５，

７０２万４，０００円ということになります。今年度の収入としましては５，７０２万６，

０００円と、２，０００円違いが出てきております。この２，０００円の差額につきまし

ては、令和元年度の精算額、積算は基本的に端数処理で切捨てというふうになっておりま

すので、令和元年分が精算をされていてプラス２，０００円になっているというふうに県

のほうから伺っております。ですので、合計しますと５，７０２万６，０００というもの

が日南町の森林環境譲与税ということで令和２年度に収納されております。 

○荒木委員長 ただいまの報告について質疑はございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 これは国勢調査が林業就業者分１２５人という表記がされていますが、何年

の国勢調査の結果かということと、もう一つ、補正後の私有林人工林面積とありますよね。

要するに私有林の人工林という仕分だと思いますけども。要するに町有林などの公有林で

すね、国有林もありますし、日南町には。それはどのように算定されているのか。要する

に私有林の人工林のみが対象なのかという点をちょっと確認したいと思いますが、どうで

しょうか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 まず、林業就業者分の年度でございます。平成２７年国勢調査の数字を

活用されているというふうに聞いております。 

 私有林と公有林の取扱いにつきましては、環境譲与税につきましては私有林のみという

ふうな計算根拠になっておりますので、公有林は、これはその中には含まれていません。 

○荒木委員長 そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 そうしますと、農林課の決算審査に当たりまして、本日、農林課３名で

説明をさせていただきます。 

 農政室の岸室長です。林政室の片岡室長です。 
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 よろしくお願いいたします。 

○荒木委員長 では、１２２ページから１３６ページの農林水産業費の農業振興費までの

説明を求めます。 

 岸室長。 

○岸室長 そうしますと、１２２ページの農業総務費から説明をさせていただきます。農

業総務一般事務でございます。一般職員及び鳥獣被害対策実施隊員の給与費が主な経費と

なっております。鳥獣被害対策実施隊員は継続のチーフ１名と令和元年度新規採用した隊

員の合計２名を雇用して令和２年度はスタートいたしましたが、新規隊員が自己都合によ

り５月末で退職しております。同じく日野町の隊員も令和元年度末で自己都合により退職

しておりますので、昨年度は日野郡２名体制での活動となりました。令和３年度に向けて

は、日南、日野で各１名を採用しましたので、現在は日野郡４名体制で行っております。

また、とっとり共生の里事業は４年目を迎えましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から共同活動は中止となり、加工品の商品開発を共同で行い、宮田集落で作成した

餅やそばなどの販売のあっせんを行いました。 

 続きまして、１２３ページ、農業後継者育成対策事業です。引き続き、日南町産業振興

センターへの農業後継者確保育成事業の委託をしております。農業研修事業は第１２期の

農業研修生１名を採用し、研修を実施しました。就農条件整備事業として、就農１年目の

新規就農者に対し、トラクター等の機械導入の支援を行いました。就農安定支援として、

農業次世代人材投資資金を継続者１名、新規２名に交付しております。就農応援交付金に

つきましては、継続者１名に交付しております。また、農地賃借料助成につきましては、

４名に対して支援をしております。 

 続きまして、１２４ページの上段です。特定野菜等供給産地育成価格差補給事業につい

ては、トマト、ピーマン、ブロッコリーを対象品目として、野菜価格が著しく低下した場

合の価格差補給事業として積立てを行いました。昨年度はいずれの品目も比較的単価がよ

かったため、価格差補給金の交付は僅かでありました。 

 以上で農業総務費の説明を終わります。 

 続いて、農業振興費です。１２４ページの下段、２１世紀水田農業確立対策事業です。

がんばる農家プラン事業は、認定農業者が３年間を目標年とした計画を県の認定を受けて

実施するものです。新規で４件、継続で２件の合計６件に対し助成を行いました。 

 ２８年度から開始した日南町産米検査料助成事業ですが、日南町産米の品質保証や水稲
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農家の所得向上、負担軽減を図ることを目的に米の検査料を全額助成するものです。昨年

度の米の作況がよかったため、前年度よりも検査数量が増加しております。 

 農地のり面管理省力化事業についてですが、県が実施するのり面管理省力化モデル事業

に対する負担金を支出しております。第３期目となる昨年度に新たに取り組む地区はあり

ませんでしたが、第１期、第２期と合わせて４地区で継続して事業が実施されました。 

 意欲ある農業者支援事業ですが、２５年度から実施し８年が経過しました。事業計画を

達成している方に対して２回目の申請も可能にしたことや、補助上限額を３０万円から５

０万円に引き上げたことから申請件数が増えております。昨年度は１２件について補助し

ております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業といたしまし

て、中山間地域等農村景観整備事業、小規模農家スマート農業支援事業、畦畔管理機リー

ス事業を実施しました。中山間地域等農村景観整備事業は、中山間地域において農業、農

村の活性化を図るため、持続的に農業生産活動に取り組もうとする中山間地域直接支払制

度の集落協定を対象として、草刈り作業の省力化につながる農業機械を導入する経費に対

して、その３分の１、補助上限１００万円の内容で支援するものです。７集落協定に対し

て支援を行いました。小規模農家スマート農業支援事業は、小規模兼業農家等の農作業の

省力化につながる草刈り機械を導入する経費に対して、その３分の１、補助上限１０万円

の内容で支援するものです。３４名に対して支援を行いました。また、畦畔管理機リース

事業は、これまでもハンマーナイフモアの貸出事業を行っておりましたが、貸出しの需要

が増えており、以前から使用の機械は耐用年数も経過していることから、このたび追加で

２台購入いたしました。 

 続きまして、１２７ページの上段、小規模零細対策事業についてです。菅が谷ブロイラ

ー生産団地について維持管理を行いました。ブロイラー生産団地の管理については、日南

ブロイラー生産組合に委託しております。昨年度は、消防署から指導のあった地下重油タ

ンクのＦＲＰライニング工事を実施し、指導内容の改善を行い、消防署にも改善報告をい

たしました。 

 続きまして、１２７ページの下段の資金利子補給事業です。認定農業者の資金借入れに

関する利子助成です。対象者は１名、３件に対して引き続き助成を行いました。 

 続きまして、１２８ページ上段の堆肥生産施設管理運営事業です。日南町堆肥生産施設

の管理運営事業となります。引き続きアルファービジネスに施設の管理運営を委託し、堆
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肥の生産を行いました。昨年度、畜産仕様のホイールローダーを更新し、持続的な堆肥生

産の安定化を図りました。 

 続きまして、１２８ページ下段のゆうきまんまん構想推進事業です。畜産農家等の牛ふ

んともみ殻を中心とした堆肥を活用して、ゆうきまんまん構想の実践のため、農家が使用

した堆肥代の一部を引き続き助成しました。この中で、トマト、ピーマンにつきましては、

令和元年度までは旨い野菜の里づくり事業の中のがんばる地域プラン事業で補助しており

ましたが、がんばる地域プラン事業の終了に合わせて、こちらのゆうきまんまん構想推進

事業に移行しております。 

 続きまして、１２９ページの中山間地域等直接支払推進事業です。第５期対策初年度の

令和２年度は、５０の集落協定で取組されました。高齢化と従事者等の減少、協定同士の

合併により協定数が３減少し、対象面積も１４．６ヘクタール減少しております。ただ、

第５期対策より新設されました加算項目に取り組む協定が多数あり、交付金の総額として

は約１，６７０万円増加しております。 

 続きまして、１３０ページ上段のにちなんブランド化促進事業についてです。道の駅の

直売所を中心に、野菜や加工品の販売促進、イベント開催、情報発信する道の駅にちなん

出荷者協議会に対して引き続き助成金を交付しております。また、日南町の食や自然をＰ

Ｒするイベントであるにちなんあったか日和を開催する実行委員会に対して委託料を交付

しました。実績としましては、今年の３月にイベントを開催し、町内外から６店の出店が

あり、約５００名の来場がありました。日南の食だけでなく、自然など、魅力発信につな

がったと思います。このほか、平成２７年度に実施したもうかる６次化・農商工連携支援

事業のかさ上げ要件の新規雇用者を５年間継続雇用の要件を満たすことができなかった事

業者の返還金を県のほうに返還しております。 

 続きまして、１３０ページの下段、集落営農支援事業です。集落営農ビジョンを策定し、

機械整備と農地集積に取り組む５つの集落営農組織に対して、ラジコン草刈り機やトラク

ター、色彩選別機、ドローンの購入に係る費用の一部を助成しました。 

 続きまして、１３１ページの経営所得安定対策事業についてです。日南町農業再生協議

会の事務局を担当し、経営所得安定対策推進事業の事務を行いました。また、日南町農業

再生協議会の所有するハンマーナイフモアや刈り払い機の貸出しも行い、消耗品である替

え刃の交換など修繕を行いました。基盤整備事業関係では、折渡地区で計画されている県

営の土地改良事業について、計画策定業務に先立ち、換地等調整業務を国の補助を受けて
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実施し、併せて計画作成業務を国と県と共に負担をいたしました。また、阿毘縁の砥波、

大菅地内で実施されている農業競争力強化基盤整備事業に係る工事費、換地費を国、県と

共に負担しました。さらに、印賀・白谷地域での基盤整備を行うため、農地中間管理機構

関連農地整備事業に係る工事費を国、県と共に負担しております。度重なる入札の不調等

により工事の契約時期が遅れ、一部事業費を翌年度に繰り越しております。また、コンバ

インの刈取り事業を行うＪＡ鳥取西部農協に対し、ソバ用コンバインの購入に係る費用を

助成し、ソバの刈取り体制を整えました。 

 続きまして、１３２ページの鳥獣被害対策事業です。侵入を防ぐ対策として、国事業の

ワイヤメッシュ電気柵の設置を４地区、県事業のワイヤメッシュ柵の設置を１地区及び県

事業の集落支援づくり推進支援対策として、ワイヤメッシュの修繕を２地区で行っており

ます。また、単町の緊急設置事業で、電気柵等の設置を合計で３７件に対して支援をして

おります。また、個体数を減らす対策として、引き続き捕獲奨励金を出したり、駆除の委

託を行いました。イノシシの有害捕獲頭数が一昨年と比べて８２頭増えるなど、近年、捕

獲頭数が増加しており、個体数を減らすためのさらなる対策が必要な状況にあります。昨

年度は国事業の鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業として、猟期内のイノシシの捕獲に対

しても成獣１頭当たり７，０００円、幼獣１頭当たり１，０００円の交付を行い、猟期内

に成獣１６１頭、幼獣６５頭の捕獲がありました。このほか、引き続き煙火保安講習会を

実施し、新規受講者の受講料の助成を行ったり、新規に狩猟免許を取得した狩猟者に対し

てその費用の一部を助成しております。 

 続きまして、１３３ページ、多面的機能等支払事業です。多面的機能支払交付金制度が

始まって７年目となり、合計２６組織に対して交付金の助成を行いました。対象農地、対

象組織はそれぞれ表のとおりとなっております。また、化学肥料の使用を減らす環境に配

慮した生産を行っている３農業団体に対し、引き続き環境保全型農業支払交付金を交付し

ております。 

 続きまして、１３５ページの農地中間管理機構業務委託事業です。農業経営の規模拡大

や農用地の集団化、新規参入の促進、生産性向上のための集積、集約化を行う農地中間管

理機構の業務を受託しております。機構を通した農地の貸し借りの件数は、出し手が１８

２件、受け手が２５件となっております。また、人・農地プラン、農地中間管理事業を推

進するため、地域に赴き１３回の座談会を開催しました。機構集積協力金のうち地域集積

協力金については、多里地域で組織的なまとまった集積を行い、約７０ヘクタール、１，
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９７０万６，０００円の交付金を交付しております。 

 続きまして、１３６ページの旨い野菜の里づくり事業です。トマト農家の生産意欲増大

並びに負担軽減を図るため、選果場使用料の一部を引き続き助成しております。さらに、

農協各生産部や朝どれ野菜生産部、野菜生産グループに属する農家に対して野菜の種苗費

の半分を引き続き助成し、野菜の生産意欲の助長と販売意欲の向上を図りました。さらに、

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業を活用し、トマトハウス５棟、１０．５

アールの整備に対して国、県と共に支援を行いました。 

 以上で農業振興費の説明を終わります。 

○荒木委員長 それでは、改めて１２２ページにお戻りください。農業総務一般事務につ

いて質疑がございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １２３ページ、農業後継者育成対策事業についてございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 農業研修生１名を地域おこし協力隊で新規に採用したと書いてありますが、

自分、前認識したところでは、地域おこし協力隊は都市地域からの移住者を地方の自治体

で活躍、移住いうか、いろんな地域の活動に参加することを目的とすることをうたってあ

ったわけですが、この農業研修生の方は基本的には町内出身の方だろうと思うわけなんで

すが、これは地域おこし協力隊で採用が可能であるのかないのかをお伺いします。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 委員おっしゃるとおり、第１２期生の方は元は町内出身の方なんですけれども、

都会に出ておられまして、都市部に出ておられまして、応募当時は都市部在住ということ

で、Ｕターンで帰ってこられる場合も対象になるというふうに確認しておりますので、そ

のような形で採用しております。（「認識を変えます」と呼ぶ者あり） 

○荒木委員長 それでは、１２４ページ、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業につい

てございますか。（「いいです、ありません」と呼ぶ者あり） 

 その下が、２１世紀水田農業確立対策事業というのがございますが、これについてござ

いますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、１２７ページ、小規模零細地域対策事業についてです。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 菅が谷ブロイラー団地は前増原町長との契約の終了、要するに基金を活用し

てでもブロイラー団地の組合に移管するという契約がありますけども、その契約どおりに
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準備をされているのか、状況をちょっと。もう二、三年だと思いますけど、令和６年でし

たかね、５年か６年だったと思います。ちょっと確認だけしておきたいし、基金が今現在、

取り崩されて７００万の残になっていますが、そのことについてお聞きしたいと思います

が、どうでしょうか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 菅が谷ブロイラー生産組合とは平成３０年２月７日に覚書を結んでおりまして、

その契約、委託の期間の解除としましては、当時の表記でいきますと平成３６年３月３１

日解除ということで、令和５年度末をもって解除という覚書になっております。この覚書

が現在も生きておりますので、ちょっとそういう方向で生産組合とは引き続きそういう話

で進んでおります。 

○荒木委員長 それでは、下段の資金利子補給事業についてございますか。（「なし」と

呼ぶ者あり） 

 １２８ページ、堆肥生産施設管理運営事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 下段のゆうきまんまん構想推進事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、１２９ページ、中山間地域等直接支払推進事業についてございますか。

よろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １３０ページ、にちなんブランド化促進事業についてございますか。 

 下段、集落営農支援事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 最後にまた取りまとめて質問していただきますので、次、１３１ページ、経営所得安定

対策事業についてございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 １３２ページ、鳥獣被害対策事業についてございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 イノシシの駆除ですが、実績として６０３頭というのが実績に上がっており

ますけど、それとは別に国から直接の成獣７，０００円、幼獣１，０００円の捕獲頭数と

いうのは、これは町では把握されておられませんか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 表の真ん中からやや下のところにあります、下からいうと６行目に鳥獣被害防

止緊急捕獲活動支援事業というのがあるかと思いますが、そちらにイノシシ成獣１６１頭、
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幼獣６５頭、こちらが有害捕獲期間以外の猟期中に捕れた頭数となっております。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 計算できないわけですけど、これ、国のほうで成獣７，０００円というくく

りでありますが、猟師の話聞いたら、要するに１５０頭以上捕ったら１頭７，０００円か

ら下がるという説明を猟師に聞いて、１５０頭までなら７，０００円だけど、だけえ１５

０掛ける７，０００円以上のお金は出ないという話を聞いておりましたが、そういうやっ

ぱり制度ですか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 委員おっしゃられているものなんですけども、有害鳥獣駆除の中で、奨

励金の部分と猟友会に委託する部分がございます。委託料で、これは欄の上から５番目に

なるんですけども、有害鳥獣駆除委託費用ということで駆除の許可を都度都度出しており

まして、その委託料につきましては定額とさせていただいておりまして、当初５００頭で

８，０００円という格好で４００万円という格好になってたんですけども、それで頭数が

６００頭というふうに増えておりますので、それで割り戻すと１頭当たりの単価が８，０

００円から下がってしまうということで、上限４００万という委託契約をしておりますの

で、その金額が頭数によって下がってしまうということになっているかと思います。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 真ん中のとこですね、鳥獣の、この中で小動物等、実績で１３８頭となって

おりますが、この中の上位３つぐらい、どういったものが小動物あるんでしょう。例えば

タヌキとか、そういったものを教えていただけませんか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 令和２年度の実績数字は最終的なものがちょっと持ち合わせてないんですけれ

ども、近年の傾向でいいますと、一番大きいものですとアナグマが多いです。次いで、タ

ヌキ、この２種類のもので大部分を占めているような感じです。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 分かりました。令和２年度で、特にタヌキとかいろんなものを捕獲していた

だいたということですが、例えばこれは１頭２，０００円とかいう金額なってますね。こ

れは鳥獣対策が捕ればそれは出ないんですね。個人が捕れば出るわけですか、その報奨は。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 駆除につきましては猟友会に委託をしておりますので、誰それ構わずと
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いいますか、捕ることはできませんで、もしこういった被害があったっていうことを、役

場でも結構ですし、日野振興センターの鳥獣協議会でも言っていただければ、おりのほう

等設置をさせていただきますので、またそういったことを聞かれましたらつないでいただ

けたらというふうに思います。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 実は町民さんから、昨年ですけど相談ありまして、確認していただいて、大

変鳥獣のチームが来ていただいて助かったということを、お礼を言われましたんで、ちょ

っとその辺で報酬の件が金額２，０００円とかありましたんで。内容もよく分かりました。 

○荒木委員長 それでは、次のページ、１３３ページの多面的機能等支払事業についてご

ざいますか。（「なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。 

 そうしますと、１３５ページ、農地中間管理機構業務受託事業についてございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 １３６ページ、旨い野菜の里づくり事業についてございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 トマトの選果場の出荷された人の助成なんですけども、これは箱単位で、ケ

ース単位で出荷数に応じて助成されているということでしょうか。それと、その金額を説

明してもらえばと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 トマトの選果場利用促進助成事業の内容ですけれども、トマト１ケース当たり

の単価に数量を掛けたものということで、単価につきましては、税抜きで１５０円掛ける

ケース数というような形で金額の計算をしております。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 とすれば、令和２年度が６０４万８，０００円と、合計で、いうことでよろ

しいでしょうか。ちなみに２年度のトマトの出荷ケース量、いろいろ品種、階級別がある

と思いますが、総出荷量がどれだけあったかということが分かれば示していただきたいと

思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 令和２年度の出荷量ですけれども、ケース数で１２万４２９ケースということ

で聞いております。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 
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○久代委員 単純に１ケースで１５０円掛けたら１２万４２９ケースだったので、１，８

００万になって、町が出すのは３分の１の金額で６００万余りと。ですから、生産者には、

それは選果場に対して支払っていられるのですか。生産者に直接、個々の生産者に補助金

として支給されとるのかということの確認と、実際には１５０円ですから、５０円ですよ

ね、３分の１でしたらという理解でよろしいですか。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 失礼いたしました。先ほど説明が不足しておりましたが、補助率が３分の１で

したのでケース数掛ける単価の３分の１ということで、約６００万円の助成をしていると

いうような内容です。補助は、こちらはトマト生産部に対して町は補助しております。事

務局をしております農協に補助しておりまして、農協から各生産部員に出荷されたケース

数ごとに振り分けて振り込まれるというような流れになっております。 

○久代委員 分かりました。 

○荒木委員長 それでは、続きまして、１３７ページ、畜産業費から、１４６ページ、林

業構造改善費までの説明を求めます。 

 岸室長。 

○岸室長 そうしましたら、１３７ページの畜産振興対策事業です。町有牛の貸付けや鳥

取県和牛振興総合対策事業、雌牛導入奨励事業など、補助事業を推進して和牛生産農家へ

の支援を行っております。成果といたしましては、県事業を活用して、繁殖和牛農家７戸

に対しまして子牛１６頭を導入するための費用の一部を助成しました。また、町単独の雌

牛導入奨励事業で、１頭の導入に対して助成しております。 

 以上で畜産業費の説明を終わります。 

 続きまして、１３８ページの山村振興一般対策事務についてです。山村振興施設の管理

運営に係る費用でございます。ふるさと日南邑、ゆきんこ村、イチイ荘、フラワーセンタ

ー、フラワーセンター育苗ハウスにつきましては、指定管理者による委託で管理運営をお

願いしております。指定管理施設の利用者数につきましては表のとおりで、昨年度はコロ

ナ禍の影響により、どの施設も利用者が大幅に減少しております。唯一、日南邑の宿泊者

数が増加しておりますが、これは昨年８月ににちなんむらモクモクキャンプ場がオープン

し、キャンプブームや屋外で密にならずに楽しめる施設としての需要に合致したこともあ

り、キャンプ場宿泊者が日南邑の宿泊者数の約８割を占めるほど盛況だったことが要因と

なっております。また、昨年度は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活
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用して、イチイ荘２階の和室の洋室化、日南邑ログハウス等の改修工事、ゆきんこ村ログ

ハウスの改修工事を行いました。コロナ禍の影響により発注資材の調達に時間を要したこ

とや雪による施工の遅れなどにより、委託料、工事請負費、備品購入費の約６割を今年度

に繰り越ししております。このほか、指定避難所にもなっている桜ケ瀬会館のエアコン改

修工事や、イチイ荘、ゆきんこ村、桜ケ瀬会館の老朽化した備品の更新を行いました。 

 以上で山村振興費の説明を終わります。 

○荒木委員長 片岡室長。 

○片岡室長 ここからは林業関係の報告をさせていただきます。 

 お手元の資料１３９ページからでございます。林業一般管理事務、令和２年度決算額６，

３２９万１，２９７円、前年度と比較しまして２，００７万５，０００円の増額となりま

した。主な増額要因としましては、新たに森林整備基金の積立てを１，２００万、負担金

補助及び交付金などが９８０万の増額ということになっております。主な執行としまして、

森林整備担い手対策事業になります。こちらは県の後継者育成対策事業の活用による社会

保険の助成事業で、５社で１４名の方を対象に行っております。 

 続きまして、原木価格の安定供給事業になります。こちらはオロチでの原木購入が１立

米当たり８，０００円以上の価格になった場合にそれについて補填を行うもので、４万６，

５９６立米がこの対象となりまして、この金額を超える経費につきまして上限３，４００

万で補助を行っております。 

 続きまして、令和２年度から新たに日南町森林整備基金１，２２９万３，０００円を積

み立てております。こちらは令和元年度に交付されました森林環境譲与税のうち、事業執

行残部分について積立てを行っております。関連しまして、令和元年度繰越しで森林経営

管理意向調査業務を多里地域で令和２年度で実施をしております。このほか、単年度の補

助金事業としまして、木材加工流通施設整備でオロチの女子トイレの改修補助、木材団地

水源緊急確保事業で、こちらもオロチの井戸掘削の補助、それからコロナ対策としてあり

ました原木安定供給の緊急対策事業としまして、森林組合のほうに３００万円の補助など

を行っております。木育関連ですけども、日南町一貫的森林教育プログラムの１つとしま

して、令和２年度も新生児に送る日南町産材を使用した木育玩具、積み木の作成。それか

ら、サクラクレパス商品開発としまして、画材入りの木箱の製作、こちらも委託により行

っております。 

 続きまして、１４０ページ、町造林事業でございます。令和２年度の決算額４，０７６
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万６，６９２円、前年度比較しまして４，２２０万程度の減額となりました。主な減額要

因としましては、町有林の施業、皆伐・新植が１件、間伐２件を次年度に繰越しをさせて

いただいたことによります。町有林の請負事業の実績につきましては、間伐事業は新屋の

野富工区を含めて３工区で約３４ヘクタール、３，９００立米の間伐の搬出を予定してお

りましたが、そのうちの大原山の１工区、２工区を繰越しをさせていただいて、令和２年

度としましては、実績は野富の１２．７４ヘクタールと１，２３９立米ということになり

ます。それから、皆伐・新植事業ですけども、新屋の津久谷工区におきまして、地ごしら

え、新植を６ヘクタール実施しております。それから、河上の長陽工区では４．７ヘクタ

ール、約２，４００立米の出荷ということで実施をしておりましたが、こちらも次年度に

繰越しをさせていただいたため、実績の数字としては津久谷工区の部分となります。それ

から、下刈りですけども、今までに新植をしております神福、大谷山工区を含めて４工区

で３９ヘクタール実施をしております。 

 それから、続きまして、Ｊ－クレジットの販売ですけども、令和２年度は２４社、６５

８トンのクレジットの御購入をいただいております。企業の環境貢献の意識の高まりとと

もに、コーディネーターの契約をしております銀行様の働きかけ、そういったところの地

道な活動が実を結んでいるというふうに考えております。 

 それから、続きまして、１４１ページ、森林保全総合対策事業でございます。令和２年

度決算額４，８８４万４，９６３円、前年度と比較しまして７，４７０万円の減額となり

ました。主な減額要因としましては、林業再生事業補助金によります機械の導入が３台。

それに対しまして令和元年度が１０台でしたので、この相差が大体７，２００万程度減っ

ております。それから、日南町の民間林新植経費補助金でございますけども、７件で９．

８ヘクタールの皆伐、再造林を支援いたしました。その前年度、令和元年度が１４件で６．

３ヘクタール、その前の年が１０件で３．１ヘクタールということで、年々３ヘクタール

ずつ増えているというような近年の実績となっております。皆伐、再造林の意識が高まっ

ているというふうに考えております。 

 続きまして、林業再生事業ですけども、３台、ハーベスター、グラップル、フォワーダ

ーの導入支援を行いました。 

 それから、大変申し訳ございません。ここで１か所訂正をお願いさせていただけたらと

思います。真ん中のほうにございます、美しい森林づくりと書いて「もりづくり」と読み

ますけども、美しい森林づくり基盤整備事業費補助金ということで４８６万７，０００円
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の支出を行っておりますけども、ヘクタールが記載は２２．２６と書いておりますが、実

際の数字は１２．８６で表記を誤っておりました。修正をお願いいたします。 

 それから、ナラ枯れ関連でございますけども、令和２年度、若返り対策としまして森林

組合で実施されました広葉樹林の皆伐１５ヘクタールについて支援を行っております。 

 続きまして、１４２ページ、日南町林業成長産業化モデル事業でございます。令和２年

度決算額２億８，４７４万８，３３１円、前年と比較しまして２億５，９００万の増額と

なりました。主な増額要因としましては、前年度から繰越しをしました木材団地拡張造成

工事に関する各支出が２億６，９００万、それから減額要因としまして、職員の給与費が

５９０万、モデル事業全体としまして４５０万の減、これらの相差となっております。 

 日南町林業成長産業化モデル事業につきましては、平成２９年度に国に採択をいただき

まして、森林資源を無駄なく、かつ効率的に活用するカスケード計画に基づく使い切り木

材活用と林業の町にふさわしい人材育成の２項目を重点プロジェクトの柱として取り組ん

でいるところでございます。まず、不在村地主の山林集約化事業でございますが、２９年

度から継続しておりまして、森林に対する意向調査を地主の方にほぼさせていただきまし

て、意向、森林の調査などを行いまして、令和２年度においては５件、約２２ヘクタール

の寄附採納を受けるという実績となりました。 

 次に、ＩＣＴを活用した中央中国山地地域モデル循環型林業確立事業でございます。令

和元年度に、皆伐再造林に必要な苗木の安定供給体制を整備するため苗木生産事業の可能

性調査を行い、令和２年度は候補地の調査などが行われておりますけども、モデル事業と

して予算の支出はありませんでした。 

 次に、ＦＳＣ材・製品の流通拡大ということで、ＬＶＬの新たな付加価値をつけること

を目指して、不燃材、準不燃材の大臣認定を見据えて基礎データの取得及び施策検証に対

して支援を行いました。大建工業において実施されておりますけども、令和２年度末に大

臣認定の申請をされておりまして、年度は替わって令和３年６月に国土交通大臣の認定が

下りているという進捗状況となっております。また、森林カスケード新マテリアル開発事

業は、ＤＷファイバーを活用した新製品開発のための調査に対する支援ということで行っ

ております。それから、ハード事業としましては、令和元年度から繰越しをしました日南

大建様のＬＶＬ、防腐防蟻施設の整備に関する補助ということで支出を行っております。 

 木育カリキュラムの部分ですけども、こちらは一生涯を通じた森林教育を目的とするプ

ログラムとしまして、日南町森林教育プログラムの作成委託を行っております。 
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 続きまして、１４４ページでございます。林業後継者育成対策事業でございます。令和

２年度決算額８，０６１万８，０２８円となっておりまして、前年度比較が４，８７７万

円の増額となりました。主な増額要因としましては、林業アカデミー実習棟の建設工事関

連で４，３５０万、それからアカデミーの委託料につきましては、職員給与や新実習棟の

椅子や作業台、ドローン、チェーンソー、そういったものの備品の購入の増によりまして

約６００万程度増えております。減額要因としましては、緑の青年就業準備給付金があり

ますけども、こちらは国から給付金の上限額まで支給されることになりまして、県と町で

負担します１０分の２相当部分、１人当たり２８万４，０００円となりますけども、こち

らの支給が執行ゼロということになったためによります。林業アカデミーの運営でござい

ますが、一般財団法人日南町産業振興センターに委託をしまして運営を行っております。

令和２年度は定員１０名に対して７名の学生を迎え、１年間のカリキュラムを行っており

ます。 

 続きまして、１４５ページ、林道維持管理事業でございます。令和２年度決算額５４４

万８，６４２円、前年度と比較しまして９６万４，０００円の減額となりました。主な減

額要因としましては、林道、橋梁の長寿命化に係る事業を行っておりまして、令和２年度

は計画策定を行いました。その前年度、令和元年度は橋梁点検業務を行っておりまして、

こちらが年度比較で１４０万程度の差となっております。それから、増額の要因としまし

ては、基幹林道の草刈り業務を行っておりますけども、窓山線の延長が令和２年度から延

びまして、前年度に対しまして約９０万増えている、こういったことがそれぞれの要因と

なっております。基幹林道の船通山線、窓山線、大林線、小熊井谷線の４路線を直接的に

管理する路線として管理を行っております。４路線を合わせまして３万６，００８メート

ル、ちなみに前年が３万４，０００メートルで草刈りを行っております。 

 では、１４６ページ、林業構造改善施設管理運営事務でございます。こちらにつきまし

ては、出立山キャンプ場、林業センターなど、過去におきます林業関係の事業で整備した

施設の維持管理を行っております。出立山キャンプ場ですけども、貸出しの受付や除草等

の作業を行いました。それから、昨年度の利用状況になりますが、４４件ということで森

林環境体験を楽しまれる方に御利用いただいております。林業センターですけども、森林

組合へ譲渡としまして改修補助金を９００万円執行予定としておりましたが、完成が年度

をまたぐということで令和３年度に繰越しをさせていただいております。 

 林業関係の事業は以上でございます。 
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○荒木委員長 それでは、１３７ページに戻っていただいて、畜産業費の畜産振興対策事

業について質疑がございますか。 

 近藤仁志委員。 

○近藤委員 この事業の目標として、耕畜連携による取組を進めると、推進するとうたっ

てありますが、実際に耕畜連携の姿が見えておりますか。どこで、どういう状態で見えて

おるのかちょっとお伺いいたします。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 耕畜連携としまして、実際のところは生産者、経営所得安定対策にも係

ってくるんですけども、農業の水田では飼料作物を栽培してもらいまして、そういったも

のを活用してという部分であったりとか、水田から出てくる水稲のもみ殻等を堆肥センタ

ーで活用して、この町内の農業者、和牛生産者も含めてなんですけども、堆肥センターに

も受入れをしております。そういったところで、堆肥の活用等含めまして耕畜連携という

形で今は進めております。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 堆肥の活用について、水田で活用されたというような実績は聞いておられな

いわけですか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 堆肥センターから出た堆肥につきましては大半が水稲に入っておりまし

て、野菜にも入れていただいておりますけども、大半は減農薬・減化学肥料栽培というと

ころで、より有機に向けたという日野郡の特栽米等もございまして、そういった中で堆肥

センターを活用していただいているというふうに認識しております。 

○荒木委員長 それでは、続いて、１３８ページ、山村振興一般対策事務についてござい

ますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 幾つか指定管理があるわけですが、その中でフラワーセンター育苗ハウスの

ＫＯＧＡＮＥさんの報告書を拝見しましてちょっと心配になったんでお聞きしたいんです

が、今年度、観光農園の売上げがゼロだったのはコロナの影響で仕方がないとして、本業

のイチゴのほうも、令和元年が１，５００キログラムだったのが令和２年は６００キログ

ラムで、収入としても原価割れしてしまってるんですけれども、これは何かあったんでし

ょうか。 
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○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 具体的にその内容については聞いておりませんけども、やはり委員言わ

れたように、令和２年度につきましてはコロナの影響が一番大きくて、人を呼んで観光農

園的に始めたっていうところではあったんですけども、なかなかそういったところが取り

組めなかったというふうに伺っております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 コロナの影響は分かります。それで、観光農園売上高ゼロ円なんで、これは

しようがないと思うんですけど、それ以外の売上高っていうのは恐らくイチゴの売上高だ

と思うんですけれども、イチゴの売上高が令和元年が１６０万円ですか、売上原価８０万

円に対して売上高１６０万円なんですけども、令和２年は売上原価が６０万円に対して売

上高が５０万円。生産量も元年は１，５００キログラムって書いてあるんですけども、２

年は約３分の１の６００キログラムしか取れてないということで、大丈夫なのかなと、と

いうか、例えば病気の蔓延とか何かそういう、あるいはどうなんですかね、連作障害とか

いろいろ理由はあると思うんですけれども。 

○荒木委員長 坂本農林課長。（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 指定管理、機関たくさんありますし、一般的な業務委託っていう手法でやっ

とることもありますけども、行政から。特に指定管理について、例えば売店の売上げが何

で減ったのかとか、そこまで逐一この決算審査の対象になるんでしょうか。やっぱり指定

管理で委託料支払って、その施設を適切に管理していただくっていうのが行政側の第一義

的なところであると私は思っております。その上で、受託業者が経営を継続できる形って

いうのがなくてはならないと思いますけども、ただ、その売上高の明細まで一件審査の対

象にする必要はないと思いますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 皆さん。（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 いいです。いや、すごい素朴な疑問だったんで、何か御存じだったらなと思

ったんですけれども。それで、全体としてもちょっと、報告の書き方というのもあるんで

しょうけれども。 

○荒木委員長 取りあえず、岡本委員、その件については、例えば補助金たくさん出され

とって減ってるとか、そういうようなことであればよろしいんですけど。 
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○岡本委員 要するにちょっと心配しているのは、だから、もうやめますとかって言い出

さないかなという、その辺りの、令和２年度中にそういったことはお聞きにはなってない

ですかね。大丈夫ですかね。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 指定管理施設ですね、いずれも民間事業者で運営をしていただいており

まして、なかなか決算上、明るいものがないというところをおっしゃっておられると思う

んですけども、このＫＯＧＡＮＥさんにつきましても、今年度はやはり観光農園としてや

りたいという２年目だったかと思うんですけども、それができなかったということで、そ

れで来年以降撤退しますとか、引き続き管理は従業員を置いてやはりしていかなければ施

設ももたないということもございますので、そこについては、今年度はこの決算上は赤と

いうふうになっておりますけども、撤退ということは聞いておりませんので、この期間中

は引き続き営業していただけるというふうに認識をしております。 

○荒木委員長 ということです。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 ＫＯＧＡＮＥさんのことについては分かりました。 

 それで、もう１個問題なのが、これ、毎年問題になってくるんですけれども、フラワー

センターの別のほうですね。ハウスのほうじゃないほうなんですけれども、アロマをやる

ということでアロマの装置も入れてやってるんでしょうけれども、毎年そうなんですが、

ＩＴ事業という別業で収益の大部分を上げておられるということで。これもどうなんです

かね、どういうお考え。要するに指定管理料払ってないので、ただで管理してくれてるん

だから入ってくれてるだけいいやっていう考え方はあると思うんですけれども。 

○荒木委員長 岡本委員、先ほどと同じ扱いをしたいと思いますが。 

○岡本委員 先ほどと同じ。 

○荒木委員長 先ほどと一緒で、指定管理に出しとるわけですけど、決算内容について特

に問題がない限りはそれでいいと思います。 

 経営状態についても。 

○岡本委員 経営状態っていうか。 

○荒木委員長 例えば撤退をするというようなことがあれば、また審査を、報告があるで

しょうし。 

○岡本委員 つまり、フラワーセンターの利用方法、活用方法としてこれでよいのかどう
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かということなんですけれども。どういうお考えなのかということを。もっと適切な業者

がいればよかったんじゃないかっていうことなんですけども。（発言する者あり） 

○荒木委員長 ちょっと座っていただけますか。 

○岡本委員 はい。 

○荒木委員長 というような今質問がございますけど、私は各指定管理に出した分の経営

内容については今審査は必要ないと思いますが、皆さんの意見はどうでしょうか。（「異

議なし」と呼ぶ者あり）よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○岡本委員 じゃあ、何を審査するんですか、決算審査委員会で、教えてください。 

○荒木委員長 事業に対しての、ここに出てる資料、調書の中を見ていただいて審査をす

るということです。 

○岡本委員 私、提出資料を見て言ってるんですけど。別にどっかから別の資料を取って

きて言ってるんじゃなくて、提出していただいている資料を見て、それについて議論をし

ているつもりなんですが。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 これは決算審査特別委員会ということで、この決算に対して執行部の聞き取

りをして、おのおのの意見は総括で取りまとめて、議会としての意見を集約する会と思っ

ております。先ほどおっしゃられましたこの指定管理の内容について一々することが、果

たしてこの決算審査の審査に必要であるかないか。また、この指定管理を申し込まれたと

きに、こういう内容の事業をしますというのは明示されていると思います。それに沿った

決算書でありまして、その内容について今問うべきではないと思います。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 ただ、これ、何で特に言ってるかっていうと、前にもちょっとこの話は出て、

ここにも書いてあるように、令和４年の３月までで指定管理終わりますと。その後はまた

検討っていうような話もあったんですけれども、今聞かないと、もうこれ、次に聞くとき

って、１２月議会で聞けばいいのかもしれませんけれども、何かずるずるとまた次も契約

更新ということになるのかなという感じもするので。（発言する者あり） 

 いいです。そういうふうに思ったので、ちょっと話をしただけで、いいです。 

○荒木委員長 よろしいですか。 

 山村振興について、そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 では、次、１３９ページ、林業一般管理事務についてございませんか。（「なし」と呼
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ぶ者あり） 

 １４０ページ、町造林事業についてございませんか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 町造林、取りあえず、町だけに限らなくてもいいんですけれども、だから、

林業一般管理だから、これとその前の事業とにも係るのかもしれませんが、すごい一般的

な話で、町長もよくグリーンドリーム計画とかっていうことで森林管理ということを、非

常に二酸化炭素吸収ということでも重要だということを言っておられるわけですが、これ

から２０５０年に向けての実質温暖化ガスゼロに向けて森林ということから重要になって

くるのは、今まで森林がなかったところに森林をつくっていくという、それで二酸化炭素

吸収量を上げていくということが一番重要になっていくわけですけれども、ここに書いて

あるのは基本的に今まで森林だったところにまた植えるという、そういうことが書いてあ

ると思えばいいでしょうか。 

○荒木委員長 片岡室長。 

○片岡室長 こちらの町有林に関しましては、おっしゃられるように、今まで、数十年前

に造林をした場所を今回、間伐なり皆伐なりをするということで山を回していくという作

業になります。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 そうすると、二酸化炭素吸収量を上げていくために何かどっか使われなくな

った土地に新たに植えていくというようなこと、そういう余地のある土地っていうのは、

日南町の場合にはあるんでしょうか、ないんでしょうか。町有地に限らず民間地でもいい

んですけれども、そういう土地っていうのはあるんでしょうか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 片岡室長が言いましたように、町有林につきましては基本、今植わって

いるものであったり、最近新植をしたというような町有地を管理をしているというふうに

思っていただけたらと思います。町長もよく言うかと思いますけども、高齢林になってき

ますとＣＯ２の吸収量っていうものもだんだん減ってきますので、やはりそれは木を動か

していく中で、成長量という部分でＣＯ２の吸収量をまた確保するという考え方もあるか

と思いますので、新たに町有地、平場であったり、別の山で植えてないところを新たに新

植していくということは基本的にないのかもしれませんけども、農業の考えの中で、なか

なか管理がつかない山場になってくると、また山に返していくということも今後生じてく
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るということもあるかと思いますけども、今、町有地の中で新たに山にするというような

計画はございません。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 このたび繰越しが５，２６１万４，０００円出ております。これは町有林の

施業に対する請負で５，２６１万というのが出ておりまして、当初予算の６割を占める予

算が繰越しとなっているわけですが、その内容として、当初の計画した今年度の施業が次

年度に繰り越されているということですね。ということは、今年度施業する事業に対して、

当初計画、毎年度計画されているものが後に後に回るということで、計画どおりに物事が

進まないという事態が起こってるのか、それともこれも計画のうちなのかお伺いします。 

○荒木委員長 片岡室長。 

○片岡室長 令和２年度に関しましては、毎年大体皆伐が、再造林が１０ヘク、それから

間伐が３０ヘクぐらいの予算規模で施業させていただいていますけども、令和２年度に関

しましては、発注が９月の中旬に行っております。何で９月頃になったかといいますと、

私が４月から来ておりまして、なかなか設計でありますとか、そういったもののノウハウ

がない中で準備をしておりましたので、とうとうに発注がその頃になってしまいました。

その後発注をしましたが、間伐に関しては順調に進捗したものもありますし、年を越えま

して３月を少しまたぐというような現場もありましたし、それから新植に関しましては春

の適正な時期ということがありますので、５月頃にということで事業をしております。 

 令和３年度でございますけども、今年度に関しましては町有林の施業に関しては６月と

７月に、２度に分けてそれぞれ予定している現場について発注を行っておりまして、それ

ぞれの工期が１０月だったり１１月だったりとしておりますので、令和３年度におきまし

ては繰越しということは発生しないというふうに今のところは考えておりまして、令和４

年度以降も単年度での決算ということで進めていきたいと考えております。 

○荒木委員長 近藤仁志委員。 

○近藤委員 議会からも何か審査意見として発注の時期を早くして年度内完成をするよう

に前にも指摘した覚えがあるわけでありまして、それが当然今年の事業としてこういうこ

とをするというのは、当初３月時点に十分分かっていたのが、９月じゃないと発注しなか

ったということで、当然その６か月間放置したということが大変大きな問題だと思います。

今後それを取り返すという報告がありましたが、やはりこういうことは担当責任者として

的確な指示の下でやってほしいと思いますが、どうでしょう。 
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○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 令和元年と２年が町有林の施業が遅れて発注してしまったという事実が

ございます。予算審査の中でも早期に発注をするように、事業の進捗管理をするようにと

いうふうに言われたのがその件だったかというふうに思っております。２年度につきまし

ても、言い訳になりますけども、担当が替わってしまいまして、また一からということで

時間を要してしまいました。その改善策としまして、来年度以降等、複数年の計画で、町

内の町有林の対象となる事業者に対しましては、こういった形で、こういう計画でこれか

ら施業、事業計画をしておりますと、単年ではなくて複数年のものを出すというような格

好で、こういった仕事を出す予定でおりますのでという、面積、規模感なんですけども、

そういったものを出しながら、それで、ようやく令和３年度は適期に発注がすることがで

きるようになりましたので、このままこの流れを逃さないように、適期発注に向けていき

たいというふうに思っております。また、この発注に当たりまして、産業振興センターの

ほうに林業の専門がおりますので、そういった方に協力していただくというような形を取

りまして、３年度につきましては早期発注ができたというふうに思っております。引き続

き産業振興センターにも協力をいただきながら、適期に発注をして、発注の年度計画、年

次計画というものも公表をしていきながら、事業体に安定した仕事を供給できるように対

応していきたいというふうに思っております。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 近藤委員と同じ趣旨のことですけども、特に間伐が計画に対して実施面積が

物すごい、３分の１ですね、約。皆伐新植も４．５９ヘクされているけどもゼロヘクだっ

たというで、先ほど課長答弁されましたけども、年次計画をね、もう林齢が分かっている

し、やっぱり町有林はモデル的に杉、ヒノキでも計画的に伐開して間伐作業もしていくと

いうのが基本ですから、だから経営審議会の在り方等についても私も聞いたわけですけど

も、しっかり新しい年次計画で間伐、全伐も含めて計画を審議していただくような、中身

のある経営審議会もされて、よく事業を進めていただきたいというふうに思いますので、

担当職員だけの問題にせずに、課として、農林課として一丸となって取り組んでほしいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○荒木委員長 答弁はよろしいですか。 

○久代委員 はい、よろしいです。 

○荒木委員長 では、次、行きます。１４１ページ、森林保全総合対策事業について質疑
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はありますか。 

 大西保委員。 

○大西委員 Ｊ－クレジットの、一番下のとこですけども、基金のとこです。売払い収入

５７７万９，０００円ですが、これは令和２年度の４月１日から令和３年３月３１日まで

の売上収入なんでしょうか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 Ｊ－クレジットにつきましては、３月３１日までの売上収入というふう

に認識しております。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 そうしましたら、１年間の、令和２年度、売上げのトン数と計数ですね、今、

八千何ぼかちょっと知りませんが、それを教えていただけませんか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 販売したトン数につきましては６５８トンで、単価につきましては８，

０００円の消費税というふうに認識しております。 

○荒木委員長 よろしいですか。（発言する者あり） 

 大西保委員。 

○大西委員 ６５８トンで、８，０００円で消費税で１．１倍掛けても７２４万しかない

んですよ。５０万ぐらい差が出ますが、どうですか。計算おかしいですか。（発言する者

あり） 

○荒木委員長 ５，７７９と５，７９０、近いのは近いですか。（発言する者あり）今計

算しておられる、ちょっと待ってください。近い数字にはなると思いますが。 

 大西保委員。 

○大西委員 あとこれは、実は年度のやつは全部出てますんで、各トン数は。ただ、端数

があればちょっと分かりませんので、これをここでは補助金で全部使っておられる７４２

万９，０００、これ使われるのは、これはいいんです、充当でいいんですが、それで、そ

れは後で教えていただいて、１つ、令和２年度の実績で、農林課の、これＪ－クレジット

の管理表をホームページに出されてますが、ここで、道の駅の１円の売上げですね、実際

は企画課がまとめて農林課と連携取っておられると思うんですが、令和２年度の道の駅の

１円ですね、これ前聞きました。１６万１，０００円と、それは聞きましたが、Ｊ－クレ

ジットではどういうふうに管理表には出てますか。令和２年度の実績です。 
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○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 令和２年度の実績につきましては、年度が締まってから翌年度に今処理

をするようにというふうにしておりまして、遅れましたけども、８月３０日に無効化の処

理が済んだということで、今、表に載せさせていただいておりますので、道の駅のオフセ

ット部分とが今１８トン分と、それと今年からトマト加工と分けて載せておりまして、ト

マト加工としまして２トンというふうに今、表に載せさせていただいております。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 今までトマト加工もレストランも全部、自販機も全てまとめてされておった

わけですけど、あえてトマト加工を今回分けなければいけない、今までどうだったんでし

ょうか。今後の管理の方法も、例えば令和１年度は７月に処理されとるんですね。いろい

ろばらばらなんですよ。だから、その辺の管理ですね。それで、今回は２つに分かれて処

理されてると。ちょっと何かその辺の連携が、どちらがまとめてどうするかいう感じがす

るんで、これは将来勘違いする可能性が大なんですよ、忘れておったとか。それで、あえ

て小さいこと言いましたけども、課長、これの実際の管理表の日付見られましたか。 

○荒木委員長 大西委員、日付が必要ですか。日付が特に大事ですか。 

 大西委員。 

○大西委員 いや、というのは、これは誰もチェックしてないんですか。平成３３年にな

ってますよ。なぜこれを言うかというと、令和２年度の実績も、道の駅の表、これ、ホー

ムページです。これも町外の方にも全部出てますからね。これは令和２年度の実績で、道

の駅のオフセットは令和１年７月１４日になってます。これ、令和２年でしょう。令和１

年の実績で令和２年にオンするんだから、こういうのが何点か見つかっとるんで、それか

らＣＯ２の寄附の２００トン、１８５トンも年度がおかしいです。これややこしなってま

すよ。もう一度その辺の、特にＪ－クレジット見てください。寄附されてる方がこれ見る

と思うんですよ。もう何十社の方がこういった形で日南町のＪ－クレジットを購入してる

よといったときにずっと見たら、うちは、おお、日付おかしいやないかとか、出ますんで、

この辺、何か、私チェックしたときには四、五点ありましたんで、それは訂正を、できれ

ば早くしてください。あとも、やはりずっと平成２５年からありますが、その辺も見てい

ただいて訂正のほうをお願いします。 

 それと、もう１点、基金のとこですね、一番最後に基金出てますが、令和元年度の基金

残高がこの金額出てます。それが令和２年度は、僅か決算年度中の増減額が１，７６０円
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なんですね。えらい増えてないなと。それは先ほど、収入した分を全て事業に使ったいっ

たらそうですけども、たまたま１，７６０円ですが、この令和元年の決算書の残高から、

令和２年度の決算の残高１，７６０円ですが、大まかで結構ですが、この数値の根拠とい

うんですか、それを後でも結構なんで出していただけませんか。要するに、例えば５００

万入って５００万使うた。残った１，７６０円というのは分かるんですが、その辺の差で

すね。何に使ったかいうことを教えていただきたい。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 １，７６０円につきましては、これはＪクレ基金、３００万あります基

金の利子分になりますので、利子が入って生じた分をまた基金の中に入れたということで、

今回、基金のほうは取崩しをしておりませんので、そのままということで、元の原資に利

子がついたというふうに御理解いただけたらというふうに思います。 

○荒木委員長 大西保委員。 

○大西委員 令和３年度以降も、例えばあと２，０００トンしかない、計算すると１，６

００万ぐらいですね。最終これが１００％入ったことで、あと事業使えばなくなっていく

わけですけども。ということは、利息分だけ１，７６０円という解釈ですか。そうすると、

決算の中では利息のところで１と書いてありますけども、これ、１，７６０円やったら２

じゃないんですか、１ですか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 そこは１，０００円、２，０００円の考え方はあるかと思いますけども、

電算の処理の中で、歳入は１，０００円未満切捨てというふうな仕組みになっておりまし

て、それで、歳出の場合は１，０００未満切上げというような仕組みになっております。

ですので、今回のここの表示も１，７６０円ではありますけども、１，０００円というよ

うな表記にさせていただいております。 

○荒木委員長 御理解いただけましたでしょうか。 

 次のページに行きたいと思いますが、よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 日南町林業成長産業化モデル事業について質疑はございますか。 

 久代安敏委員。 

○久代委員 第２団地の、今の水源の掘削と電気探査の結果、３，７００万の問題です。

町長もおられる席で私も申し上げましたけども、本当にこれから第２団地を供用されるに

つけて、この水問題を喫緊に解決しなければならないということで、監査意見も踏まえて
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庁舎内でどのように対応されておるのかという、進展があればお聞かせ願いたいと思いま

すが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 第２団地の水源確保につきましては、実績のとおりでございます。いま

だ水の確保ができていないという状況でございます。町長とも協議をしながら、どのよう

な形で第２団地に水を供給していくかというところについては、まだ明確な結論が出てお

りません。課を横断したところで、建設にも協議をしながら、もう少し枠を広げまして町

長等と今協議をしている段階で、まだ明確な方針というものが出ていないというような状

況でございます。 

○荒木委員長 久代安敏委員。 

○久代委員 審査の意見で上げればいいわけですけども、やっぱり重要な水というインフ

ラですので、やっぱり第１団地の掘削のことも含めて、いろんな手法があると思うんです

よ。第１団地も井戸ですからね。ですから、町の、ある意味、バイオマス事業という名目

がかかっとることもあるわけですので、もし一定の方向が決まれば議会にも報告してほし

いということであります。 

○荒木委員長 それでは、次のページに行きたいと思いますが、よろしいですか。（「は

い」と呼ぶ者あり） 

 林業後継者育成対策事業について質疑がございますか。 

 岡本健三委員。 

○岡本委員 確認ですが、緑の青年就業準備給付金、国から全額交付ということで、これ

は事務も全部国に移ったんで予算として上がってこないという、そういう理解でいいんで

しょうか。 

○荒木委員長 片岡室長。 

○片岡室長 事務は町が窓口で行うということは変わらないんですけども、国から配分さ

れます割当ての関係で、令和２年度は筒いっぱい、上限いっぱい出ることになりまして、

１０分の２を１０分の１ずつ県と町で補填するような仕組みにしてました部分も、それも

含めて国から出るというようなことに令和２年度の場合はなりまして、金額はゼロ精算と

いうことでさせていただいております。 

○荒木委員長 岡本健三委員。 

○岡本委員 事務はやってるけど予算書に上がってこないというのは、それはじゃあ、通
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常のやり方なんですかね。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 事務はあるんですけども、最終的な額の確定が３月時点でもまだしてな

かったというところで、国から交付される交付金なんですけども、令和元年度は予算が国

は足らなくて、県と町で補ったと、足らず前のところを補ったということになったと思う

んですけども、令和２年度につきましては全額国が確保ができたということで、不足する

部分ということが県と町で生じなかったということで、ただ、補正予算で落とすタイミン

グっていうものがなかったもので、ここには不用額として２６０万上がってるかと思いま

すけども、そのうちの２００万程度の部分が補助金の予算残というふうになっております

ので。補正で落とすことができず、予算が未執行であったというふうに御理解いただけた

らと思います。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 本会議でも少し聞きましたけども、要するに産業振興センターへの委託料の

支払いについてです。農業後継者育成事業にも関連するところでありますけれども、数年

前までは、法人会計にもありますけども、委託料清算金というところで委託料の余ったも

のについては返していただくということもあったと思っておりますが、１年、２年、委託

料で残ったお金を産業振興センターの財産を殖やされてるという状況であります。 

 そもそも委託料っていうのは本来、町が行うべき事業を民間団体に事業を委託して、そ

の経費について支払いをするものだと理解をしておりますけども、やっぱりそういう趣旨

からして、いつの時点で精算ということはあるのかもしれませんけども、委託料について

厳密な精算が必要だと思いますけども、その辺の支払い事務について、経緯も含めて説明

をいただきたいと思います。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 委託料につきましては、年４回支払いをしておりまして、決まった金額

を、４分割したものをまず払うという形でスタートするんですけども、最終的に精算をし

て、ある程度の額見ながら減額をしたりということはしております。令和元年度につきま

しては余剰金、繰越金のほうがたくさんありましたので、令和元年度の時点で若干委託料

を減額して支払いをするということも行っておりましたが、令和２年度につきましては、

直接的な余剰分を含んだ減額ということまではしておりませんでした。委員おっしゃられ

るとおり、委託料を必要以上に財産として持つという必要はないかというふうに思います
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ので、町長もそのように答弁したかと思いますけども、一定の額という、ゼロ精算と、全

く委託料、最終的に差引き使ったものだけということは難しいというふうには思っており

ますので、一定額の中で精算行為というものは次年度の委託料の中で精算をしていくのか、

それか当該年度である程度は精算をして最終調整ということが必要なのか、そこら辺につ

きましてはもう少し事務の整理をさせていただいたらと思っておりますので、基本的には

今委託料の余剰額というものは増えているというふうに思っておりますので、それにつき

ましては精算という形で行いたいと思っております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員  委託料について、前年度の委託料の残が出たから次年度予算で減らすって

いうのは、それはおかしいじゃないでしょうか、会計年度独立の原則からしても。やっぱ

りその年度ごとにきちんと精算をすべきだと思いますし、委託料の余ったものを蓄財する

っていうのはやっぱりおかしい。それは組織運営費か何かの補助金を別に出すべきだと思

います。委託料の趣旨から、地方財政法等の趣旨からいっても適切ではないと。委託料を

余らかせて蓄財するっていうのは適切ではないと考えます。 

 それと、ちょっと余談ですけども、法人会計の消費税２００万払われてますけど、これ

らについても事業比案分をすべき性質のもんだと思います。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 

○坂本農林課長 委託料の精算につきましては必要というふうに思っておりますので、精

算はしたいと思っております。消費税につきましては、事業費案分と言われましたけども、

そこら辺につきましてはちょっと事業の内容等を見てみないと分からないところもありま

すので、事業費案分ができるものかどうかを含めて検討はしていみたいと思います。 

○荒木委員長 では、次に進ませていただきますが、よろしいでしょうか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 １４５ページの林道維持管理事業について質疑はございますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、１４６ページ、最後ですが、林業構造改善施設管理運営事務についてござい

ますか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、農林課全体について質疑漏れがございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

ありませんか。（発言する者あり） 

 近藤仁志委員。 



－71－ 

○近藤委員 すみません、１２６ページの中段にありますけど、ハンマーモア２台、リー

ス事業で購入されましたけど、これ新たに買われたわけですけど、古いやつはどういう管

理をされているのかと、それから貸出実績というものを教えていただきたいと思います。 

○荒木委員長 岸室長。 

○岸室長 従来より持っておりました２台の機械につきましても、現状としても全く使え

ないわけではありませんので、ある程度もう修理費がかなりかさむようになりましたら除

却というのもあろうかと思いますけども、まだ使えるうちはもうしばらく使おうと思って

おります。 

 昨年度の貸出しの実績ですけれども、７３件、１日当たり１，０００円という形で貸し

出しておりましたので、延べ７３日貸し出したということで、ちなみに令和元年度は２７

日貸出しということで倍以上に、令和２年度になりまして増えているというような状況で

す。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 １４２ページの成長産業化モデル事業の中で、不在村地主山林集約化事業で

５件の寄附を受けたというふうになっております。これについては、森林経営管理法に基

づく流れの中での寄附でしょうか。単純に町の寄附要綱での寄附の採納でしょうか。 

○荒木委員長 片岡室長。 

○片岡室長 こちらは平成２９年度からのモデル事業で、町に寄附をしていただくってい

う事業のモデルになっておりまして、森林経営管理法が施行された３０年とはまた別の動

きをしておりますので、こちらは単純に寄附ということで採納を受けております。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 この場所の立地などについて詳しく分からんのであれなんですけども、やっ

ぱり森林経営管理法に基づいて意向調査をされて、これまでの森林組合はされとると思い

ますけども。意向調査をされて、意欲ある林業事業体に経営管理を委託するかというとこ

ろがまず第一番の取組なんです。それができないところについては地方自治体が管理をす

る義務が出てくるというところなんですね。そういうことからして、ちょっと場所が分か

らんのであれなんですけど、単純に寄附を受けるよりも、やっぱりまず第一番に、森林経

営管理法に基づいた意欲ある経営体へのあっせんというのが第一番にしていくべき事柄で

はないのかなと考えますが、どうでしょうか。 

○荒木委員長 坂本農林課長。 
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○坂本農林課長 委員おっしゃられるとおり、寄附なり森林管理法、新たな森林経営計画、

管理法の中でいいますと、やはり意欲ある団体に預けるか、いよいよもうそういう方がお

られなくって町でっていうような、そのために環境譲与税というものもあるのかというふ

うに思っております。この事業につきましては２９年からスタートしておりまして、まず

そういったものが出てくる前の事業として、町を出られたり、やむを得ず町に、家や山林、

田んぼ等、農地も含めてなかなか管理ができないという中で相談がやはりよくあります。

その中で、農地や宅地等についてはなかなかすぐにいただくことはできませんけども、せ

めて山林だけでもというようなところで、山林寄附で、またそこが不在村地主になって地

籍調査やいろんなところで障害になるというようなことがあってもいけないというところ

もあったりしまして、それで山林寄附、どれぐらい需要があるんだろうということでスタ

ートしております。 

 委員言われました新たな森林経営管理法の中では、各地区を今回っている最中でござい

ます。そこで不在村といいますか、管理ができない方についてアンケートを取って、どう

いう意向があるかという意向調査をしておりますので、それとこちらの事業につきまして

はまた別物ということで取りあえず御理解いただいて、この事業が補助事業でございまし

て、５年目、今年でおしまいということに、令和３年度で終わりということになりますの

で、これを今後、経営管理法がある中で続けるのかどうかということも含めまして、３年

度のうちにまた結論を出すということが出てくると思いますので、事業としましては別物

というふうに御理解いただけたらというふうに思います。 

○荒木委員長 それでは、農林課の聞き取りを終了いたしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 では、農林課の皆さん、職員、退席されて結構ですので。御苦労さまでした。 

 農林課について、さらに協議をしたいということがございますか。（「なし」と呼ぶ者

あり） 

 あしたは病院等、それから追加の聞き取りということになっておりまして、大西委員の

言われた住民課に対する聞き取りを、病院が終了した後に行いたいと思います。 

それから、今まで出た事項に対して総括を始めたいと思います。  

意見の最終はあしたの午後５時ということにいたしますので、御協力のほどよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 久代安敏委員。 
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○久代委員 農林課の資料、農業委員会にも資料要求したことなどについては、よろしく

お願いします。 

○荒木委員長 はい、分かりました。 

○久代委員 よろしくお願いします。 

○荒木委員長 坪倉勝幸委員。 

○坪倉委員 資料請求をお願いしたいと思います。先ほどの寄附採納を受けた５件、地域

と１件ごとの面積。 

○荒木委員長 地域と面積だけで資料請求いたします。 

 そのほかございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ないようですので、本日の決算審査終了いたします。御苦労さまでした。 
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